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P r o f i l e

最新労働事情解説

講師●特定社会保険労務士/日本アンガーマネジメント協会認定フ
ァシリテーター　小林浩志（こばやし　こうじ）

　職場のパワーハラスメントの防止につ
いては、その重要性が広く世の中に浸透
し、多くの企業においてすでに従業員教
育や啓蒙活動に取り組まれております。
しかしパワハラ問題に悩む職場は少なく
なく、パワハラ問題を抱える従業員がメ
ンタルヘルス不調となって重篤化した
り、職場でのトラブルが裁判にまで発展
し企業責任が問われる事例も珍しいこと
ではなくなってきております。
　近年、パワハラ防止への取組みにおい
て注目されているのが「アンガーマネジ
メント」です。これは怒りをコントロー

ルする心理教育手法で、よりよい指導法
を身につける方法やパワハラを防止し働
きやすく成果の上がる職場にする方法と
して、取り入れている企業や教育現場も
見られております。
　そこで本例会では、アンガーマネジメ
ントに関する著書やご講演、企業研修等
に豊富な実績をお持ちの小林先生を講師
にお招きして、複雑化する職場環境や人
間関係においてコミュニケーションを円
滑にするために、アンガーマネジメント
がどのように活かされるのか等について
具体的にお話しいただきます。

社会保険労務士法人 こばやし事務所   代表社員 他
1969年生まれ。青山学院大学院法学研究科修了（法学修士）、日本体育大
学体育学部卒業（体育学士）
社会保険労務士歴20年。大企業から小規模企業、病院、学校法人など、
あらゆる組織の人事労務管理のサポート業務に携わる。
業務の傍ら、社会人大学院でパワハラ防止の法的実務的対策を研究。
パワハラ防止策の有効なツールとしてのアンガーマネジメントを数多く
の企業、学校、病院へ紹介。研修登壇実績は2011年４月以降で100回超。 

【著書】
『パワハラ防止のためのアンガーマネジメント入門』（東洋経済新報社）
『現場監督のための早わかり労働安全衛生法』（東洋経済新報社 共著）な
ど。 
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会認定 トレーニングプロフェ
ッショナル
公益財団法人21世紀職業財団認定ハラスメント防止研修 客員講師

パワハラ防止にいかすア
ンガーマネジメントとは
―怒りのコントロールの重要性、職場のパワハラ対

策にすぐに役立つ方法　等―
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本定例会のポイント

アンガーマネジメントの効用

　この講演の目標、目的は、①自分の怒りと他人の怒りに振り回され
ず、 効率的に（快適に）働く方法を知っていただくこと、②アンガーマ
ネジメントを身に着ければ、 自らの心が強くなることを知っていただく
こと、③結果として、パワハラ加害者、パワハラ被害者を減らし、離職
率の低下や、生産性の向上につなげていただきたいこと――である。

怒ることと、怒らないことの区分けを

　アンガーマネジメントは、アンガーつまり、怒りをマネジメント、配
分することと考えられている。配分するということは、上手に付き合う
こととも置き換えられる。上手に付き合うということは、怒らなければ
いけないことは上手に怒れ、怒る必要のないものには怒らなくて済むよ
うになれることである。単に「怒らないこと」ではない。私たちは、怒
らなければいけないのに怒れずに後悔をし、怒らなくていいことに怒っ
ては後悔をしている。怒ることと、怒らないことの区分けができるよう
になることが、アンガーマネジメントでは大切である。

怒りの感情のピークは長くても６秒

　怒りの感情のピークは長くても６秒と言われている。この「最悪な６
秒間」をやり過ごすことが求められる。この「最悪な６秒間」に絶対に
してはいけないことが「反射」である。「売り言葉に買い言葉」を避け
るということだ。「売り言葉に買い言葉」で人生が好転した人はいない
だろう。
　この「最悪な６秒間」をやり過ごせば、だんだんとベターな対応方法
が見つかってくる。最低６秒間は待ってから意思決定をするようにして
ほしい。直情的に怒る前に今なすべきこと（目的）、優先順位を考える
ことが必要である。



No.2585　労働法学研究会報6

方的に名前は知っていました。「へえ、
安藤さんがやっているのか。彼がやって
いるならきちんとした団体なんだろう
な」と思いました。
　その後、協会の門を叩き、アンガーマ
ネジメント入門講座を受講したのです
が、その結果、目からうろことはこのこ
とで、これはパワハラに生かせると確信
しました。その後、私もアンガーマネジ
メントについて研究を重ね、『パワハラ
防止のための アンガーマネジメント入
門』 （東洋経済新報社）という本を書き、
雑誌等でも執筆をしています（日経ビジ
ネスAssocie （2014.7月号） 月刊 人事マ
ネジメント （2014.5月号） 月刊 社労士 

（2014.7-９月号））。
　アンガーマネジメント協会が出来てか
ら３年が経過しました。同協会では、ア
ンガーマネジメントを教える「ファシリ
テーター」を育てる講座を毎月開催して
います。このファシリテーターは、現在、
500人（2014年11月現在は約700人）いま
す。本日、私の話を聞いて、アンガーマ
ネジメントを職場で広めていただければ
と思います。
　
　レジュメに、本日の目標として、以下
の３点を挙げました。

・自分の怒りと他人の怒りに振り回され
ず、 効率的に（快適に）働く方法を知っ
ていただくこと 
・アンガーマネジメントを身に着けれ
ば、 自らの心が強くなることを知ってい
ただくこと 
・結果として、パワハラ加害者、パワハ
ラ被害者を減らし、離職率の低下や、生

はじめに
　社会保険労務士の小林と申します。よ
ろしくお願いいたします。私は横浜市戸
塚区で20年間、社労士をしています。パ
ワハラに関して、ずっと問題意識を持っ
ておりまして、５年ほど前に社会人向け
の夜間大学院に通い、パワハラに関する
論文を書きました。その後公益財団法人 
21世紀職業財団のハラスメント防止研修
の客員講師を2011年から務めています。
大学院が法学研究科でしたから、法的な
規定を設けたり、相談窓口を設けてこう
した対処をしていこうといったアドバイ
スをしてきました。けれども、パワハラ
は年々増加しています。どうしてだろう
と考えているとき、早稲田大学の本田恵
子先生が書かれた論文を読みました。本
田先生は、受刑者向けに怒りの感情をコ
ントロールするトレーニングについて、
研究レポートを書かれていました。何よ
り、児童向け感情コントロールの大家で
おられることを知りました。本田先生の
研究論文を見て、こうした成果はパワハ
ラ対策にも生かせるのではないかと思い
ました。アンガーマネジメントという言
葉があるということは大学院で論文を書
く際に知っていたのですが、その後、ア
ンガーマネジメントという言葉を検索し
てみると、「日本アンガーマネジメント
協会」が2011年６月に発足しているとい
うことがわかりました。
　私が検索をしたのは2011年９月でし
た。同協会の理事は安藤俊介さんという
中小企業診断士でした。安藤さんについ
ては、だいたい10年前から、こちらが一

1
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ましたが、ここでは、パワハラ事案（自
殺のない事案）が4000万円で和解に至っ
たことが報じられています。記事が示す
ように高額のお金がかかるということも
肝に銘じておいてほしいと思います。
　最近、パワハラ研修をしてくれという
依頼をよく受けるのは大学です。今では
学生を集めるのに必死な大学も増えまし
た。にも関わらず、パワハラ事件として

「○×大学事件」などと報じられると、
信用低下につながります。ですからあら
ゆる組織において、ハラスメントに関し
て大変デリケートなのです。例えばある
化粧品会社では、内部のセクハラ事件が
外部に漏れたら大変な信用低下につなが
ることから、かなり高額な和解金を示し
て、解決したという話を聞いたことがあ
ります。
　以上のとおりハラスメントの問題は、
人権の問題、お金の問題、そして、リス
クマネジメントの問題でもあります。こ
の３つの視点から予防に取り組む必要が
あります。
　最近では、保険商品で、パワハラ、セ
クハラを対象とするものまで出てきてい
ます。先ほどの新聞報道のように、4000
万円もパワハラ賠償で使ってしまって
は、小さい企業は倒産してしまいます。
そうした背景から、このような保険商品
が出てきているのだと思います。
　私は2011年からアンガーマネジメント
の講演をしていて、約150の企業等を見
てきました。
　企業等を見てきた中で、ハラスメント
の加害者は３つタイプに区分できると考
えるに至りました。
　１つ目はマッチングの問題です。相性

産性の向上につなげていただきたいこと
　

アンガーマネジメ
ントとは

パワハラ事案の現状
　パワハラの現状ですが、労働局の民事
上の個別労働紛争に係る相談件数をみる
と、25年度の数字では、解雇関係の相談
を抜いて、いじめ・嫌がらせの相談が相
談内容のトップになりました。約６万件
の相談が寄せられています。
　精神障害等の労災補償状況を見ても、
平成11年ごろは、このうつ病は仕事が原
因であるということで労災申請しても、
10％に満たない程度しか、認定されませ
んでした（155の申請のうち14件）。それ
が、最近では40％近くが認定されていま
す（1257の申請のうち475件）。
　仕事が原因で精神疾患になったという
ことであれば、その被害者は、さらに上
乗せ補償を求めて訴訟を起こすことがで
きます。パワハラ訴訟で使用者の不法行
為が認定されたり、職場環境配慮義務違
反が認められたりした場合の損害賠償額
がどのくらいかというと、おおざっぱで
すが自殺事案でなければ５万円から300
万円くらいの事案が多いです。自殺の事
案となると、場合によっては１億円です。
このように高くなるのは、交通事故と同
じように逸失利益があるからです。
　パワハラの被害者を出してしまうとい
うことは、人権の問題でもありますが、
このようにお金の問題もからんできま
す。
　2013年12月11日の新聞記事をお配りし

2
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　例えば、①ある人が今晩、楽しい予定
があるとします。そうした日に急な残業
を言い渡されたとします。断れません。
となるとイライラの感情という水がコッ
プの中に少し溜まりました。②23時くら
いに仕事が終わって、イライラしてるも
んですから、一杯呑んで帰ります。悪酔
いをして、気分が悪くなり、さらにコッ
プの中に水が溜まりました。③翌朝は二
日酔いで、家を出るときに、家族から些
細なつまらないことを言われて、「なん
でそんなこと言うんだ」と、また水が溜
まりました。④満員電車で通勤すると、
傍若無人な若者が大音量で音楽を聞いて
います。余計イライラします。コップの
水が満タンの状態で会社に着きます。そ
のような状態の中、出社早々、後輩が「先
輩すみません、昨日、この書類提出しな
ければならなかったんですよね。今日に
なってしまいました」と言ってきました。
ここで怒りが爆発します。提出期限を守
らなかった部下を怒ったっていいので
す。しかし、イライラの水がコップに溜
まっていなかったら、怒り方が変わって
くるのです。
　ですから、アンガーマネジメントとは、
適宜、この水を抜いていく作業をしてい
くものだとご理解ください。水を抜くこ
とを対症療法と呼び、また、そもそもコ
ップのサイズを大きくしていくことを体
質改善と呼んでいます。この２つのアプ
ローチがアンガーマネジメントの大枠で
す。

アンガーマネジメントの歴史
　アンガーマネジメントは、2011年から
安藤氏が本格的に日本に紹介し始めて、

の問題で、これは両者を離すしかないと
いうケースです。
　２つ目は、悪質なケースで、SOSを言
い出せない人を狙うというものです。こ
うしたケースに対しては、懲戒処分を背
景に取り組んでいく必要があると思いま
す。懲戒処分をするには、法的な規定を
社内で整備することが大事です。
　１つ目、２つ目は、非常に少数で、一
番多いのは、理解不足であるというケー
スです。これが３つ目のケースです。「え
っ、こんなことがパワハラになるの？」
というタイプなのですが、これは、説明
すればわかってくれる人がほとんどで
す。
　また、「そんなつもりじゃなかった」「あ
んなこと言わなければよかった」と後悔
する人も多いです。この後悔の背景には、
感情がコントロールできなかった、とい
うことがあります。
　法律面から、そして感情面から、これ
ら２つのアプローチが、パワハラ対策で
は有効であると考えます。
　そして感情面のアプローチとして役立
つのがアンガーマネジメントなのです。

そもそもアンガーマネジメント
とは何ぞや
　ここからアンガーマネジメントの話に
入っていきます。そもそもアンガーマネ
ジメントとはどういったものなのでしょ
うか。
　まず、私たちの心の中には、「コップ」
があると思ってください。コップの中に
ネガティブな感情が溜まっていくことに
よって、それが怒りにつながるというイ
メージをしてください。
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選手もチームも稼げなくなります。そう
したことから、アンガーマネジメントを
必須プログラムとしているそうです。ラ
フプレーをしそうになったら、お金が飛
んで行ってしまうことを想像しろ、など
ということを教えるのだそうです。
　アメリカの司法については、例えば
DVをした人がアンガーマネジメント教
育を何日間受けなさいというようなコー
トオーダーがなされたりします。
　日本アンガーマネジメント協会がよく
要請されるのは、例えば、漁師が某国の
漁港で喧嘩をしてしまって、アンガーマ
ネジメントを受けないと入港させてくれ
ないから、日本で受講しなければならな
い、といったケースです。
　
アンガーマネジメントの定義
　日本アンガーマネジメント協会では、
アンガーマネジメントを、アンガーつま
り、怒りをマネジメント、配分すること
と考えています。配分するということは、
上手に付き合うこととも置き換えられま
す。
　上手に付き合うということは、怒らな
ければいけないことは上手に怒れ、怒る
必要のないものには怒らなくて済むよう
になれること、です。
　ですから、「怒らないこと」ではない
のです。怒らなければならないことはた
くさんあります。
　私たちは、怒らなければいけないのに
怒れずに後悔をし、怒らなくていいこと
に怒っては後悔をしているのです。
　怒ることと、怒らないことの区分けが
できるようになることが、アンガーマネ
ジメントの大前提です。

2013年にはテレビ東京のワールドビジネ
スサテライトで特集されました。今年に
入ってからは地方紙も含め、30以上の新
聞記事に取り上げられています。
　アメリカでは、アンガーマネジメント
というトレーニング方法が、非常にポピ
ュラーで、「アンガーマネジメント」と
いう、チャーリー・シーンが主演してい
るテレビドラマが今でもヒットしていま
す。
　アンガーマネジメントという言葉は、
1970年代にDV、マイノリティのメンタ
ルヘルスプログラムより発展したという
説が有力です（開祖者は不明）。
　2001年９月11日の世界同時多発テロ以
降、社会不安の増大を受けて一気に一般
に普及しました。
　アメリカ、カナダ、イギリス、オース
トラリア、ニュージーランド、インド、
フィリピン、マレーシア、シンガポール、
アルゼンチン等々、英語圏の国に広く浸
透してますが、安藤氏の本は中国語に翻
訳もされています。

アンガーマネジメントが活用さ
れている分野
　アンガーマネジメントが活用されてい
る分野ですが、人間関係、ビジネス、青
少年教育、スポーツ、司法など、いろい
ろあります。ロサンゼルスの小学校では、
約400校が導入しています。
　アメリカのNFLリーグのルーキーは
必ずアンガーマネジメント教育を受ける
ことになっています。なぜかというと、
プロのアメフト選手の選手生命は４年程
度だと言われています。その間に、ラフ
プレーで退場などということになると、
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アンガーマネジメント・テクニ
ック
　日本アンガーマネジメント協会では、
アンガーマネジメント・テクニックとい
うものを提唱しています。それは30種類
あります（図表１）。
　図表の真ん中から上が短期的、下が長
期的な解決方法です。
　30種類をすべて覚えてください、とい
うものではなくて、この30種類の中から、
自分に合ったものを選んでくださいとい
うことなのです。
　怒りにくくなる、人の怒りに振り回さ
れなくなるのが目的です。
　本日は30種類について触れる時間があ
りません。ここではアンガーマネジメン
トを理解しやすくなる３つの暗号という
整理で説明したいと思います（図表２）。
　この３つの暗号を「６秒」「三重丸」「分
かれ道」と呼ぶことにします。この３つ
の暗号を解くことで、怒りの感情と上手
に付き合えるようになります。

怒りとは
　そもそも怒りとは、感情表現の一つで、
人間にとってごくごく自然な感情の一つ
です。怒りがない人はいないし、なくす
こともできません。身を守るための感情
です。
　よく、私は怒ったことがない、怒らな
い、と言う人がいます。こうした人は、
自分の怒りに対して、鈍感な人かもしれ
ません。
　私たちは、達観した宗教家等でないわ
けですから、怒りの感情は無くせないも
のなのです。

　
アンガーマネジメントの理論背
景
　アンガーマネジメントの理論背景です
が、認知行動療法のなかの認知心理学と
いってご理解頂けるでしょうか。認知心
理学とは、認知をして、初めて行動を起
こすということです。
　先ほど、法規面と感情面の両輪でパワ
ハラ対策をすると言いましたが、私も心
理学を系統だって勉強しているわけでは
ありません。アンガーマネジメントは誰
でも理解できる、ということを整理して
います。
　認知とはどういったものでしょうか。
私たちは、人に文句を言われたら腹が立
ちますが、寝ているときに言われても腹
は立ちません。認知していないからです。
それから、荷物を持って歩いているとき
に、誰かとぶつかりました。荷物を落と
してしまい、相手に向かってバカヤロー
と叫ぶ人もいます。しかし、ぶつかった
人が目の不自由な方だったら、私たちは
怒らないと思います。
　アンガーマネジメントは、認知をして、
怒ることと、怒らないことを区別しまし
ょうというものなのです。
　それからソリューション・フォーカス・
アプローチといって、未来志向の考え方
も採用しています。過去の問題思考に帰
らないのです。理想と現実のギャップを
どう埋めるかを考えるのもアンガーマネ
ジメントです。過去の怒りに戻ることで、
さらに怒りが増してしまいます。
　過ぎてしまったことを考えても仕方が
ありません。
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図表１

図表２



No.2585　労働法学研究会報12

るのではありません。
　アンガーマネジメントでは、怒りの感
情を「肩凝り」に似ていると例えていま
す。肩凝りも、凝りはじめにほぐしてし
まえば、よくなるのですが、ずっと放置
していますと凝りの芯に気がつかなくな
ってしまいます。怒りの感情も、放置し
ておくといろいろな不具合が生じますの
で、早めに芽を摘むことが非常に大切な
のです。
　３つ目が頻度が高いというもので、１
日のうちに何度も怒っているというよう
なケースです。周囲に怒りを撒き散らし、
事あるごとにキレてしまいます。
　４つ目は、攻撃性をもつというもので
す。モノ、他人、自分を攻撃してしまう
のです。自分を攻撃することの最たるも
のが自殺です。自分を許せないほどに怒
る人もいるのです。

強すぎる怒りの例
　強すぎる怒りの例を紹介します。
　これは、大井町駅で線路に人を突き落
とした会社員２人が出頭し逮捕されたと
いう事件です。
　新聞記事では以下のように報じられま
した。
　「東京都品川区のJR京浜東北線大井町
駅で男性会社員（43）を線路に突き落と
したとして、警視庁大井署は16日、殺人
未遂の疑いで会社員（27）と（26）を逮
捕した。逮捕容疑は15日午前０時45分ご
ろ、大井町駅ホームで、電車が進入する
直前に約１・５メートル下の線路に男性
を突き落とし、右手首を骨折するなどの
重傷を負わせた疑い。男性は落ちた後、
すぐにホーム下のスペースに逃げたた

　それから、怒りは何かを伝えるための
手段でもありますし、防衛感情と言って
身の安全や自尊心を守るための感情にも
なります。
　怒りっぽいことは、病気ではありませ
ん（米国精神医学会の見解）。
　ただ、病気ではないのですが、イライ
ラを放置することは、病気になりやすく
なります。自律神経にかかわる病気が顕
著です。自律神経というのは、自分でコ
ントロールすることができない神経で
す。発汗や、消化、呼吸、睡眠などです。
こうした部分に関する病気になるリスク
を低くするためにも、怒りは上手にコン
トロールしなければなりません。

問題となる怒り方
　怒ってもいいのですが、問題となり得
る４つの怒りの発生パターンがありま
す。以下の４つに当てはまると問題です。
　１つ目は、強度が強いというものです。
一度火が付くと止まらない、パターンで
す。
　英語で激怒することをレイジといいま
す。アンガーマネジメントはアングリー
をコントロールするものですが、レイジ
はコントロールできません。
　強すぎる怒りはアンガーマネジメント
でどうこうできるものではありません。
　２つ目は持続する怒りです。つまり思
いだし「怒り」です。いつまでも根に持
ってしまうというタイプですね。
　怒りの感情は、持続して成長すると恨
みとか憎しみに成長してしまいます。怒
りが継続すると、夫婦間に起きる象徴的
な悲劇があります。それが熟年離婚です。
熟年離婚も、ある日突然相手を嫌いにな
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なかったりします。
　この事例からもわかる通り、コップに
ネガティブな感情は溜めないほうがいい
のです。
　これは、ネットからの情報で真偽は定
かでありませんが、ある会社で「オレは
絶対社長になってやる」と言っている上
司が部下にパワハラをしていました。そ
の人はすごく神経質で、「ホチキスの音
がうるさいからオレの前でホチキスを使
うな」などと言う人でした。こうした事
案をみると、不安という相手の一次感情
がどういった状態にあるかを知れれば、
その人との距離の取り方がわかってくる
はずです。
　相手の一次感情を見るということは、
自分がパワハラ被害者にならないために
も必要なことです。
　一次感情を見るということは、クレー
ム処理の仕事をしている人にとても有効
です。クレーム処理をする人は、応酬話
法といって、こう来たらこう返すという
ことを熟知されていますが、プラスして
相手の一次感情を推し測ることで、対応
も変わってくることでしょう。
　

６秒ルール

怒りのピークは長くて６秒
　さて、ここで、皆さんと双方向ワーク
をしていきたいと思います。
　ここ１週間から10日間くらいを振り返
って、すごく頭にきたこと、まあまあ腹
が立ったこと、軽くイラっとしたことを
書いてみてください。
　（３分程度経過）

め、命に別条はなかった。電車内で容疑
者の腕が他の乗客に当たったことを男性
に注意されたことから口論になり、大井
町駅で降車。ホームで男性と容疑者がも
み合いとなり、加勢した容疑者が突き落
としたという。」
　強く怒りすぎてしまったために、仕事
や家庭など、多くの大切なものを失って
しまうこともあり得ます。
　また、2014年１月、大田区の会社で起
きた事件は、会社の方針が気に食わない
ということで、半年にわたって、会社を
放火し続けたというものです。７回目の
放火で逮捕されました。裁判で犯人は「問
題社員に注意する人がいないのが気に食
わなかった」などと述べているようです。
　それから、契約社員であるが故の待遇
の悪さ、という言い分が問題になった食
品会社の農薬混入事件もありました。
　社員が持つ怒りの感情を放置するのは
非常に危険なことでもあるのです。

怒りは第二次感情
　怒りは第二次感情、セカンダリー・エ
モーションと言われます。第一次感情は、
プライマリー・エモーションです。
　さっき、コップの話をしましたが、コ
ップに溜まる不安、つらい、苦しい、痛
い、嫌だ、疲れた、寂しい、ストレス、
悲しいといったネガティブな感情を第一
次感情といって、それが溜まることによ
って、感情が表に出るのです。
　例えば、皆さんが、風邪にかかって家
で寝ているとします。その時、外で子供
たちがうるさく遊んでいたらイライラし
ますよね。しかし、元気な時であれば、
子どもが遊んでいることにすら気がつか

3
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ったそうですが、アンガーマネジメント
を身に着けることで、今は非常にクレバ
ーな選手という評価を得ています。東洋
経済オンラインという媒体で、私は今、
フェデラー選手とアンガーマネジメント
というタイトルの連載を書いています。
よろしければ参考にしてください（現在
は後継企画『人生なぜかうまくいく人の
アンガーマネジメント』）。
　松井秀喜選手も「不動心」といった本
の中でアンガーマネジメントにつながる
ようなことを書いていますし、長嶋茂雄
さんも、熱しやすい選手に見えるかもし
れませんが、実は、グランドに立つこと
の目的をよく考える選手だったようで
す。昭和43年、阪神のバッキー投手が、
長嶋選手の前を打つ王選手に対して、危
ない投球を２回したそうです。その時、
王選手の師匠にあたる荒川コーチがバッ
キー投手に食ってかかって、バッキー投
手と荒川コーチが退場になりました。そ
して、バッキー投手の後継投手がさらに
王選手の頭近くにボールを投げました。
球場は騒然となりました。騒ぎの中心に
長嶋選手が出ていって、グランドはこん
な騒ぎをする場所じゃないといって、場
を収拾しました。さらに次の投手が出て
くると、その初球を長嶋選手はホームラ
ンにしたのです。建設的な対応をされた
といえます。
　学校でもアンガーマネジメントを取り
入れているところが増えています。「先
生、６秒こらえて」というキャッチフレ
ーズで体罰防止に取り組んでいる学校も
あります。
　生徒にも、「６秒ルール」を徹底して
いる学校があります。こうした学校では、

　書けましたでしょうか。
　さっき、３つの暗号を解いていく、と
いう話をしました。これからいよいよそ
の暗号を解いていきます。
　最初の暗号は「６秒」でした。
　怒りの感情のピークは長くても６秒と
言われています。
　「カチン」「カッとなる」ということが
あっても、そのピークは最長で６秒程度
なのです。
　私たちは、この「最悪の６秒間」をや
り過ごすことが求められるのです。この

「最悪の６秒間」に絶対にしてはいけな
いことがあります。それは「反射」です。
反射的に言い返すことです。換言すれば

「売り言葉に買い言葉」を避けるのです。
「売り言葉に買い言葉」で人生が好転し
た人はまずいないでしょう。
　この「最悪の６秒間」をやり過ごせば、
だんだんとベターな対応方法が見つかっ
てきます。最低６秒間は待ってから意思
決定をするようにしてください。直情的
に怒る前に今なすべきこと（目的）、優
先順位を考えることが必要です。
　2006年のサッカーワールドカップ決勝
戦で、フランス主将のジダン選手が、イ
タリアのマテラッツィ選手に頭突きをし
ました。これはジダン選手の家族を中傷
する言葉を発したマテラッツィ選手に対
して、ついカッとなってしまったから取
ってしまった行動です。レッドカードで
即退場になりました。ジダン選手は、フ
ランスを優勝に導くために試合に出てい
ました。そのことを、６秒待てずに忘れ
てしまったのです。
　テニス界のトッププレイヤー、フェデ
ラー選手も子供のころはすごく感情的だ



労働法学研究会報　No.2585 15

ーさせて６秒を数えたりするのです。
　タイムアウトというテクニックは、怒
りがエスカレートする前に、一時的にそ
の場を離れる、という方法です。例えば、
トイレに立つといったことです。ただ、
会議などで、いきなりその場を離れると

「あの人は怒って離席した」と思われま
すので、無言で立ち去らずに、戻ってく
る時間を決めておきます。「今、冷静な
話ができないから、５分だけ時間をくだ
さい」などとしておけば、相手方も、そ
の後に実りある議論を期待できると思い
ます。
　場を離れたときに絶対に避けるべき
は、運転、飲酒、モノを壊すことです。
　そんなことをしても、怒りからは離れ
られません。オーソドックスですが、も
のすごく効果があるのが深呼吸です。怒
ったときに、深呼吸をするだけで、かな
り楽になります。皆さんも経験がおあり
ではないでしょうか。

無駄な怒りの表出で失うもの
　無駄な怒りの表出で失うものというこ
とですが、人間関係でも、ビジネスでも
孤立につながっていきます。
　感情でものを言うと、言わなくていい
ことまで言ってしまいます。それは、ず
っと人々の心に残るのです。
　某食品会社が集団食中毒を出して、幹
部が記者会見をしているときに「俺だっ
て寝てないんだ」とキレて言ってしまっ
た。
　別の食品会社の社長が「消費者が安い
ものを求めているんだからいいじゃない
か」と言ってしまった。
　飲食チェーン店の社長が会見で「うち

衝動的に物を壊すという率が減っている
という報告があります。
　アンガーマネジメントは、SNSの対応
も考えるうえで非常に役立ちます。手紙
の場合は、手紙を書いて、封筒に入れて、
投函するという段階があります。投函の
段階で、やっぱり出すのをやめよう、と
することもできます。SNSの場合はクリ
ック１つで内容が世に出てしまいます。
SNSでクリックする際にも６秒ルールを
意識していれば、無用なトラブルを避け
られます。
　レジュメに「140字のつぶやきが大問
題になる可能性がある」と書きました。
人の噂は75日といいますが、今では75日
で消えることなく、記録はずっと残って
しまいます。
　部下指導のつもりの一斉メールが、裁
判沙汰になったこともあります。ある会
社の損害賠償訴訟では、上司が部下に「や
る気がないなら会社を辞めるべきだと思
います」などと赤字も含めて書いてメー
ルで注意し、同じ内容を同僚等にも一斉
で送信しています。上司が訴えられ、会
社は訴えられていないのですが、パワハ
ラ関係の書籍では、会社名が出てしまっ
ています。

６秒待つためにすること
　６秒、反応を遅らせることを、ディレ
イテクニックと呼んでいます。
　そのテクニックは、いくつかあります。
　例えば、ストップシンキングという、
頭を真っ白にして、怒りの原因を考えな
いようにするという方法があります。
　それから、体を使って６秒をカウント
する方法があります。例えば手をグーパ
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　また、怒りの大きさを考えるうえでも、
怒っている、怒っていないの二択ではな
いのです。
　図をご覧ください（図表３）。
　０は穏やかな状態です。10は人生最大
の怒りです。さっき、皆さんに書いても
らった怒りのエピソードがあります。そ
れに何点の怒りをつけられるか、自己採
点してみてください。
　10点は制御不能の怒りです。
　今、自分の怒りに８点、９点とつけた
人がいるかもしれませんが、８点、９点
ということになりますと、もう少しで制
御不能の怒りになってしまいます。
　自分の怒りが正しいと思っている人ほ
ど、自分の怒りの点数を高くする傾向に
あります。
　それから、アンガーログといわれる、
怒りの日記をつけるという方法もありま
す。「○月×日　………のことで怒った。
５点」という作業を続けると、自分の怒
りの傾向が見えてきます。日記を続ける
ことで「またこんなことで怒っちゃった」
という発見もあります。そして、自分が
８点、９点とつけている怒りが実はたい
したことのない怒りであるということが
わかってきます。
　ぜひ、自分が怒ったことメモをつけて
みてください。
　メモをつけることで点数が収斂されて
いきますし、怒りすぎないような感覚が
身についてきます。
　６秒待つこと、６秒のやり過ごし方を
身に着けること、怒りに点数をつけるこ
と、これがアンガーマネジメントの１つ
目の暗号の答えです。
　補足ですが、怒りの点数をつけるには、

だけじゃない」と言って居直った。
　某復興大臣（当時）が震災後に宮城県
庁に行って、「俺を待たせるなんてとん
でもない」などと言って、ひんしゅくを
買った。
　某主演女優が映画の舞台あいさつで、
ふてくされた態度をとって、仕事から干
されてしまった。
　こうした態度はわれわれの頭に残って
いますし、こうした態度を取る人は未熟
に見えてしまいます。
　これら会社がつぶれたり、長く守って
きた議席を失ったりと、マイナス面が非
常に大きいために、危機管理コンサルタ
ントという役割の人がいるそうです。
　いかに切迫した現場とはいえ、兵庫の
号泣議員のような対応をしてしまうと、
マイナスイメージが定着してしまいま
す。
　それから無駄な怒りの表出で失うもの
として、「お金」もあります。
　怒りっぽい人は貯蓄率が低く、衝動買
いが多いというデータがあります。パチ
ンコ依存症の人はそうした傾向が顕著の
ようです。
　さらには健康にも悪影響があります。
怒ることで、交感神経が活発となり心拍
数が上昇し、心臓への負担がかかります。
また、副交感神経の働きが悪くなり、食
べ物がおいしくなく、夜眠れないという
状況に陥ります。
　
イライラ、怒りの温度をはかる
　６秒ルールと同時にやってほしいこと
があります。それは、イライラ、怒りの
温度をはかるということです。怒りの感
情には尺度がありません。
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　「べき」は、自分の願望、希望、欲求
を象徴する言葉です。一見すると、とて
も正しいように思える「べき」ですが、
それは必ずしも正しいとは言い切れない
ことがあります。
　何かをす「べき」ということが裏切ら
れるから、私たちは怒るのです。「会社
はこうあるべき」「こどもはこうあるべ
き」「上司はこうあるべき」「女性はこう
あるべき」「親はこうあるべき」「ルール
は守るべき」「時間は守るべき」…、自
分の理想と違うようなことが起きると、
イライラしやすくなります。
　その「べき」が１つ裏切られるたびに、
私たちはいちいちイライラしているので
す。
　さっき書いてもらった怒りのエピソー
ドを見ながら、自分にはどんな「べき」

怒りのボキャブラリーを増やしてもらっ
たほうがいいです。なぜなら点数に応じ
た正確なラベルをふれるようになるから
です。
　図表にしておきましたので、ご参照く
ださい（次頁図表４）。

アンガーマネジメント
の２つ目の暗号

私たちを怒らせるものの正体
　アンガーマネジメントの２つ目の暗号
は「三重丸」です。
　私たちを怒らせるものの正体につい
て、日本アンガーマネジメント協会では

「べき」という２文字に集約できると考
えています。

図表３

4
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けることは、山田さん本人にとっては正
解なのです。
　もう１つの理由は、すべての「べき」
は程度問題であるということです。
　同じべきであっても、微妙に程度が異
なる場合があります。
　次の図表をご覧ください（図表５）。
　この図表は、例のコップを真上から見
たものだと思ってください。
　①の「自分と同じ“べき”」は全く怒
りがわいてこない「べき」です。
　②の「自分の“べき”とは少し違うが
許容範囲」というのは、怒るまでには至
らない「べき」です。
　③の「自分とは違う“べき”。許容で
きないもの」は、怒る「べき」です。
　②まではコップの中、③はコップの外
です。

があるのか考えてみてください。
（１分経過）
　考えることで、私たちが様々な「べき」
を持っているということがお分かり頂け
たと思います。
　この「べき」の扱いが難しい理由は２
つあります。
　１つ目の理由は、まず、少なくとも、
本人にとってすべてのべきは正解だから
です。
　例えば、クレーマーの山田さんがいた
とします。「ねぇねぇ山田さん。いつも
小さなことでクレームつけるのやめな
よ。みっともないし、相手にも迷惑だか
ら」と注意しても、山田さんはこう言う
でしょう。「そんなことない、クレーム
は言うべきだ。得をすることがいっぱい
あるからだ。」。ですから、クレームをつ

怒りを表す言動 

ふくれる ・ むくれる ・ むっとする ・ つむじを曲げる ・ ヘソを曲げる ・ ツノを出す ・ オカンムリ・ 不機
嫌になる ・ かっとなる ・ 気を悪くする ・ 反発する ・ 不信感をつのらせる ・気色ばむ ・ 声をとがらせ
る ・ いまいましい ・ 目に角が立つ ・ 怒りが込み上げる ・  気に障る ・ カリカリする ・憎たらしい ・ 
むしゃくしゃする ・鬱憤がたまる ・ 呆れる ・ うざい（・ ご機嫌ななめ ・ MM ・ MK5 ・ ぷっつん）・腹
を立てる ・ 立腹する ・ 憤（いきどお）る ・ 憤慨する ・ 色をなす ・ 顔色を変える ・怒り出す ・ 激す
る ・ 胸くそが悪い ・ 息巻く ・ 癇（かん）を立てる ・ 目くじらを立てる ・ 目を三角にする ・ 目を吊り上
げる ・ 業を煮やす ・ 神経を逆なでされる ・ 地団駄を踏む ・ 歯ぎしりする ・ 腹にすえかねる ・ 語気
を荒げる ・ 吐き捨てるように言う ・ ガミガミ言う ・ 怒鳴る ・ 声を荒げる ・ にらみつける ・ ぷりぷり
する ・ （頭から）湯気を立てて ・ 青筋立てて怒る ・ 怒り心頭に発する ・ 息巻く ・ 腹の虫が収まらな
い ・虫唾が走る・ 逆鱗に触れる ・怒髪天をつく ・ 猛り立つ ・ 猛り狂う ・逆上する ・怒り心頭に発
す ・ 殺気立つ ・ 怒気をみなぎらせて ・ 憤怒（ふんぬ）の形相で ・ 激しく反発する ・ 憤然として（席
を立つ） ・ 顔面が朱に染まる ・ 怒声を張り上げる ・ 噛みつく ・ 怒気を含んだ声で ・ がなり立てる ・ 
怒りをぶちまける ・ 血管が怒りでふくれ上がる ・ 怒りを爆発させる ・ 怒り狂う ・烈火のごとくに ・ 阿
修羅（あしゅら）のごとくに ・ 怒りが火の玉となる ・ 怒り心頭に発する ・ カンシャク玉を破裂させる ・ 
かんにん袋の緒を切らす ・ 腹わたが煮えくり返る ・ わなわなと震える ・ 地団駄を踏む  

怒りのボキャブラリー 
怒りを表す熟語 
激怒、憤怒、憤激、憤怒、激昂、激高、癇癪、立腹、怒気、憤慨、慷慨、憤懣、
怨念、反感、痛憤、公憤、義憤、鬱憤、怨嗟、怨恨、瞋恚（しんい）、悲憤・・・等 

28 
(C) Copyright All Rights Reserved. 一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 

図表４
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　ケチャップについて、①、②、③が分
かれても不思議ではありません。
　「べき」がトラブルになるのは、境界
線がぼんやりとしている人が多いからで
す。なぜなら境界線の正体は、機嫌だか
らです。私たちは機嫌によって、①、②
の位置を変えるのです。
　機嫌がいい日は、16時５分でも怒りま
せん。でも、機嫌が悪い日は、15時55分
で怒ります。機嫌が悪い日に怒られた人
は「あの人は機嫌で怒るから、信用でき
ない」という印象を持ってしまうのです。
　境界線を機嫌でなく「人によって」変
える人がいます。つまりヒイキです。
　機嫌で怒る人、ヒイキで怒る人は他人
から信用されません。境界線を安定させ
ることが大事です。境界線がぼやけるの
は会社だけでなく、家庭でもそうです。

　ここからは、ワークをしながら、「べき」
の程度問題を見ていきたいと思います。
　会場の皆さんは大人ですから、集合時
間を守るべき、と考えていると思います。
仮に、皆さんに、今日、大事な会議があ
って、開始が16時だったとします。
　こうした状況で、上記①、②、③が何
時何分になるのか、書いてみてください。
　（１分経過）
　書いた結果を見ると、15時55分で③、
つまり、怒るという人もいれば、16時を
少し超えていてもいいじゃないかという
人もいます。それぞれの感覚によって、
その程度が異なるという例はいくらでも
あります。
　では次に目玉焼きにかける調味料につ
いても同じように考えてみてください。
　（１分経過）

図表５
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　古い話ですが、松井秀喜選手が高校野
球で５打席連続敬遠されたことがありま
した。これもルール違反ではありません。
敬遠に怒った人がグランドにメガホンを
投げ込んでいいかというと、そうはなり
ません。怒って投げた人の「べき」には

「正々堂々勝負すべき」というものがあ
るのです。
　「べき」の相違は、世代間ギャップを
通してみると浮き彫りになります。

25年前の今～価値観の違い
　2013年12月の新聞で、いまどきの大学
生は、クリスマスにデートというのは少
数派で、バイト、仲間や家族と一緒が多
数派だと報じていました。
　25年前の大学生は、赤坂の高級ホテル
をかなり前から予約して、高い貴金属を
彼女へプレゼントしていたものです。
　25年前、平成元年はセクハラという言
葉が流行語大賞になりましたが、次点は

「24時間戦えますか」でした。つまりモ
ーレツ社員がもてはやされたわけです。
しかし、今ではイクメン社員という言葉
がとてもよく浸透しています。
　私のように社労士の仕事をしています
と、古いタイプの社長に会うと、なぜ男
が育児休業を取るのか、などと発言する
人が結構います。仕事は男がす「べき」、
女は家庭に入る「べき」という信条なの
でしょう。
　しかし、こうした価値観への柔軟性を
持っておくことも、怒りを抑える方法の
１つであるといえます。
　
不毛な「べき」
　「べき」は全て正解と申しましたが、

お母さんと子どもがいて、片づけをしな
い子供に対して、機嫌がいい日は「今日
は自主性に任せてみよう」となりますが、
機嫌が悪いと怒られます。こうなると子
供が混乱します。
　自分が境界線を安定させても、上司や
学校の先生が持つ「べき」の境界線が、
それぞれ異なるから難しいのです。「べ
きは全て正解である」、ということを考
えると、本当に難しいなあと思います。
　
正しい「べき」の衝突
　私自身の持っている「べき」の中に、「自
分の身だしなみは、他人からとやかく言
われるべきでない」というものがありま
す。
　先日、ある金融機関からアンガーマネ
ジメントの研修をしてくれと頼まれまし
た。同社の研修担当者からプロフィール
の提出を求められ「小林さん、ヒゲはそ
ってもらえますか」と言われました。同
社からすれば、社会人たるもの、ヒゲは
伸ばす「べき」でない、というわけで、
それも正解なのです。
　自分の「べき」は持っていていいので
すが、相手の「べき」を認める度量の大
きさをもってほしいのです。
　2014年の春、埼玉の学校で、ある先生
が、自分の子どもの入学式に行くべきか、
教え子の入学式に行くべきかということ
が問題になりました。
　この先生は、学校のルールに則して自
分の子の入学式に行ったようですが、教
え子の入学式に行くべきという意見もか
なり多かったです。
　これも双方の正しい「べき」が衝突す
る場面です。
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他人の「べき」が見えないので、他人の
思いに鈍感なのです。
　

分かれ道
　
怒りは身近に向かう
　３つ目の暗号である分かれ道を考える
上で、１つの統計を見て頂きたいのです。
　NHKの「あさイチ」という番組の調
査結果を見てください（次頁図表６）。
　同番組では主婦に「あなたのイライラ
の原因は？」という質問をしています。
　この結果を見ると、怒りの感情は、自
分の身近なところに向かう傾向があるこ
とがわかります。ですから、会社員に聞
けば、上司、同僚、部下だったりするは
ずですし、学生に聞けば、友人、恋人、
先生だと考えられます。
　逆に身近でない対象で考えてみると、
例えば政治や経済に不満や怒りを持った
場合、何か具体的な行動をとる人は少な
いでしょう。せいぜいデモに参加する、
という程度だと思います。
　なぜ身近な人に怒るかというと、怒れ
ば何とかなると思っているからです。
　図表を見てください（次頁図表７）。
　怒りの感情を表すことは、自分の責任
による選択の問題でもあるのです。
　選択の基準となるのは、怒ることによ
って変えられること（コントロールでき
ること）なのか、それとも、怒ったとこ
ろで変えられるものなのかどうか、とい
う点です。
　これを怒りの感情を表出する際の基準
にしてみてはいかがでしょうか。
　これから私の言うことは、変えられる

不正解とは言わないまでも、信じていて
も報われない「べき」があります。その
例をいくつか紹介しましょう。私たちは
これを不毛な「べき」といっています。
　例えば、みんな仲良くす「べき」、と
いう「べき」があります。
　アンガーマネジメントは、自分が怒り
にとらわれないためのトレーニングです
から、道徳教育と反するようなことがい
くつか出てきます。
　別にみんなと仲良くしなくてもいいの
ではないか、という判断に至ればイライ
ラから解放されて、怒りにつながらない
ということにもなります。
　それから、嘘はつかない「べき」とい
う「べき」があります。大人なら、ウソ
も方便という場面がいくらでもありま
す。なんでも本音で生きていたら、大変
なことが起きます。
　また、努力は報われる「べき」という

「べき」があります。これもそう信じて
いても仕方ありません。失敗した人は努
力をしなかった人ですか？　それは違い
ますよね。そもそも努力をしなければス
タートラインにも立てませんという話で
す。
　他人の「べき」を受け入れて、自分の

「べき」を緩めて、心のコップを大きく
していきましょう。コップが大きくなれ
ば、自分が怒りにくくなりますし、怒ら
れ強くもなります。人の「べき」を許せ
るということは、それだけ度量が大きい
ということです。
　仕事上、パワハラ事案で、加害者への
インタビューをすると言いましたが、自
分がパワハラをする人は、訴えられたり
すると、ものすごく弱い人が多いです。

5



No.2585　労働法学研究会報22

図表７

図表６
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るために音楽を聞くとか、お茶を飲むと
かするしかないのです。
　電車が遅れて、時々、駅員さんに激怒
している人がいますが、そうしたところ
でどうにもなりません。そうするくらい
なら、遅れを伝えるべき相手に連絡する
ことのほうを優先します。
　
妄想はNG
　分かれ道の段階で、やってはいけない
のが祈ること、妄想することです。
　天気は変えられません。雨が降ってほ
しいときに雨乞いをしても何の効果もあ
りません。
　雨が降ったときの現実的対処策は傘を
さすことです。
　上司が変えられない、という場合、毎
日「あの上司いなくならないかな」と念
じてもいなくなるわけではありません。
それならば、具体的、現実的解決策を検
討しなければなりません。自分から気持
ちよく挨拶してみようかな、とか、上司
の機嫌がいいのはどんなときなのかを分
析してみたりすることです。
　もう一度確認します。怒りを表す基準
は、相手がコントロールできると思った
ら、図表７の左の欄に、コントロールで
きなければ、右の欄に書き込んでみてく
ださい。
　日頃、会社員であれば例外なくストレ
スにさらされると思います。
　そのストレスの見える化をすることは
非常に大事です。コントロールできるこ
と（どうにかなること）と、コントロー
ルできないこと（どうにもならないこ
と）、に分けて考えてください。
　前者なら、真摯な努力が必要です。後

ものでしょうか、そうではないでしょう
か。
　・天気
　・電車の遅れ
　・渋滞
　・政治
　・景気
　・上司
　・部下
　・親
　・子供
　・友達
　・配偶者
　・自分の性格
　・自分の給料
　・自分の人生
　
　アンガーマネジメントは、怒ることと、
怒らないことを上手に区別することで
す。怒りたいのに怒れないとイライラし
ますし、怒らなくていいのに怒ってしま
ってもイライラします。
　表の左側に入れた事象で怒る時に重要
なのは、どういった怒り方をするかなの
です。「いつ、どのように、どの程度怒
るか」を決めることが大事です。
　怒って変えられるのなら、その努力を
しないと、余計にイライラします。
　人生を変えよう、と思って、何か資格
を取ろうと考えたとします。しかし、そ
のために勉強時間が確保できないとイラ
イラが増します。
　表の右側に入れた事象のうち、例えば、
渋滞はコントロールできないと思います
が、コントロールできないものに対して
は、「具体的かつ現実的な対処策」が求
められます。渋滞のときにリラックスす
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　怒鳴る人は、「怒っていること」を 伝
「え」られはしますが、伝「わ」っては
いないのです。根本から行動を改めさせ
たり、叱られた原因を考えさせる時は、

「冷静に叱ること」が必要です。いい例が、
先日話題になった渋谷の「DJポリス」
です。
　このマトリックス（図表８）は労政時
報に掲載されていたものですが、縦軸は
組織への依存度、横軸は、主張するタイ
プかどうかを見ています。
　依存度が高くて、主張するタイプでな
い人がパワハラを受けると、病気になり
やすいです。自立している人はパワハラ
を受けると、ばかばかしくなって退職し
てしまいます。退職しないまでも本気を
出さなくなる人も出ます。
　自立していて、しかも主張するタイプ
の人は組織に属しながらも訴訟に出たり
します。きちんとした指導ならパワハラ
とはならないでしょうが、体罰は一発で
アウトとなるので気をつけてください。
　このマトリックスをみてわかること
は、叱る際はその人のタイプに合った指
導をしてください、ということです。
　「ストレスとリラックスの黄金比」と
いう言葉がありますが、一般レベルの人
が最も良いパフォーマンスを発揮する比
率というのは、ストレス６、リラックス
４なのだそうです。この比率を基にタイ
プに応じた比率を変えるなど工夫をされ
てみてください。
　
怒りの連鎖を断ち切る
　いじめと同じく、不毛な怒りの感情は、
力の強いところから弱いところへと連鎖
します。例えば、親から子へ、子は同級

者なら、具体的、現実的解決策を検討し
なければなりません。前者の場合、コミ
ットメント、モニタリング、ルーティン
化、フィードバックをすると、より効果
的です。効果が出ると、自身、自己肯定
感につながります。自己肯定感、成功体
験を持っている人は、コップの大きい人
です。
　
怒りの性質
　本日の講演も終わりに近づいてきまし
た。
　怒りの性質をここで整理しておきまし
ょう。さっきも言いましたが、怒りは、
身近な対象になる程強くなります。それ
は、コントロールできるという思い込み
があるからです。
　怒りは、高いところから低いところへ
流れます。言い換えると、強い所から弱
い所に流れるということです。
　それから、怒りは伝染しやすいです。
職場に１人、イライラしている人がいた
ら、だんだんと他の人にも伝染してしま
います。このことを情動伝染といいます
が、情動伝染のあふれている職場で生産
性が上がるかというと、上がらないと考
えるのが一般的でしょう。
　また、怒りは建設的なエネルギーにな
ります。行動を起こす強力なモチベーシ
ョンにもなるのです。

力づくでは解決しにくい
　ここでは、怒り方（叱り方）の話もし
ておきたいと思います。
　東京理科大の篠原菊紀教授は、「激し
く叱っても、内容は頭に残らない」と指
摘しています。
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職場よりも生産性が高いと考えるのが普
通でしょう。
　職場には相性の悪い人がいるかもしれ
ません。しかし、「ほめる」 という意識
を持って同僚を観察しているうちに視野
が広がっていき、今まで気づかなかった 
その人の長所や魅力が見えてくるもので
す。
　観察力や感性が磨かれ、長所を伸展さ
せることが働きやすい職場の形成に寄与
するのではないでしょうか。

最後に
　パワハラ研修をしていて、いわゆる草
食系というか、何か言ったらすぐに過剰
反応するタイプの若手社員をどう扱った
らいいのか、という質問をよく受けます。
　上の世代が「最近の若い人は根性がな

生へ、同級生は年下の子や小動物という
ようにです。
　さらに周囲へと循環していきます。
　我々がアンガーマネジメントにより、
不毛な怒りの連鎖を断ち切ることで、ひ
いては、皆が暮らし易い生活へと変化し
ていくことが望まれます。
　日本アンガーマネジメント協会には、

「怒りの連鎖を断ち切ろう」という理念
があります。換言すれば「怒りの感情を
ぶつけることで物事の解決にあたろうと
する自分を残念に感じよう！」という理
解にもつながります。
　また、こちらが好意を示せば、相手も
好意で返してくれる、好意の返報性とい
う性質も活用したいところです。
　意味報酬（感謝等の言葉）が飛び交っ
ている職場のほうがパワハラが蔓延する

図表８
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いから」などと言っても、何の解決にも
なりません。
　若い人にどういった言葉をかければい
いのかという質問に対しては、私ならば

「誰だって、若いうちはそういった経験
するんだから大丈夫だよ」という言葉を
かけてあげるといいと思います。甘いと
思われるかもしれませんが、困っている
部下は、過去の自分でもあるのです。「お
前は大丈夫だ」といって背中を押してあ
げましょう。
　私からは以上です。ご清聴ありがとう
ございました。
　（本稿は平成26年７月４日（金）に開
催しました第2652回労働法学研究会例会
の講演録を加筆・整理したものです。文
責・編集室）
　

　



労働法学研究会報　No.2585 27

労働開発研究会　発行書籍・雑誌のご案内
過労死時代に求められる信頼構築型の企業経営と健康な働き方 
―裁判例から導かれる過労死予防策―

佐久間 大輔　著　A5 判 152 ページ　1,400 円 + 税
企業防衛や危機管理の観点だけでは足りない、労働者との信頼関係を基盤にした有効な対処法を、企
業責任が認定された実際の裁判例分析から考える。

人事部ガイド　はじめてでも分かる人事の取説

田代英治 著 A5 判 86 ページ　1,000 円＋税
人事部門を担う役割、業務内容、担当者として求められる心構えや能力等についてわかりやすく解説
しております。
★この一冊を読めば人事の仕事の今がわかる入門書の決定版です。

最新判例から学ぶメンタルヘルス問題とその対応策 Q&A

加茂善仁　著 A5 判 166 ページ 　1,400 円＋税
うつ病・休職・復職等の職場で生ずるメンタルヘルス問題とその法律実務対応策。実務担当者が疑問
に思う点をQ&Aで表し明確にしたうえで、最新判例や法的留意点を押さえた対応策の詳細をしっか
りと解説しています。

有期労働者の雇用管理実務

浅井隆・西頭英明・鈴木雄介 著 A5 判 380 ページ 　3,000 円＋税
有期労働者の雇用管理に関わる重要な労働法の改正をふまえた実務対応について具体的かつ実践的に
解説。実際の運用場面に役立つ知識、規定の見直し方・規定例も盛り込み、実務家の疑問をトータル
に解決します！

平成 24 年改正対応　改正派遣法Ｑ＆Ａ

田原咲世 著 A5 判 172 ページ 　1,000 円 + 税 
本書は、社会保険労務士で、元需給調整指導官として実務経験があり、関係法令にも精通している著
者が、平成 24 年の派遣法改正の中身と、実務をわかりやすく解説しております。各書式例から、契約
書の記載事項の変更、賃金見込額説明も掲載。

戦略的な就業規則改定への実務 
―労働条件の不利益変更にあたる場合の見直し方法―

浅井 隆 著 A5 判 236 ページ 　2,600 円 + 税 
「労働条件の不利益変更の問題をどう解決するのか」
具体的かつ実践的に解説した就業規則改定の決定版！

季刊労働法　246 号
特集　近時の立法・改正法令の検討課題

本体 2,200 円 + 税　年間購読料 9,800 円 + 税（送料込） 
労働法の専門誌。毎号の特集では法改正や労働問題の現状，課題，海外事情等について鋭い切り口で
迫ります。専門家から実務家までお勧め。

労働と経済

年間購読料 36,000 円 + 税（送料込） 
労働組合リーダーを対象とした専門誌。労働経済の実情や労働運動の方向及び問題点、各種資料や事
例等を掲載し、労働情勢の分析や判断に役立ちます。

　　※ 4,000 円以上まとめてご購入の場合は、送料無料にてお届けいたします（通常送料 200 円）。
　　※書店あるいは弊社HP　http://www.roudou-jj.co.jp/　からお申込みいただけます。
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よくわかる!

労働判例ポイント解説
個人宅におけるベビーシッターに対する解雇と家
事使用人該当性
医療法人衣明会事件（東京地裁平25・９・11判決　労判1085
号60頁）

明治大学教授

小西啓文

事 実 の 概 要

（１）今回の事件の発端は、診療所の経
営等を行っている医療法人である被告Y
が、平成19年頃、Y代表者丙川月子とそ
の夫の子である夢子のベビーシッターを
募集し、インターネット上の介護・福
祉・保育の求人サイトに、「個人宅での
ベビーシッター／１歳女児の世話・スク
ールの送り迎え」「理事長自宅での１歳
女児の世話・教育・インターナショナル
スクール（週３回）の送り迎え。成長に
合わせて色々な作法（挨拶・お返事な
ど）も教えてくだされば、なお結構で
す。」などと記載された求人広告を掲載
したことに遡ります。本件の原告Xらは、
それぞれ上記求人広告に応募してY代表
者に面接を受けましたが、面接では、Y
代表者から、Xらのこれまでの幼児保育
やベビーシッターの経験等や休日の希望
等が尋ねられるなどしたうえ、Xらは、
Yに採用されることになりました。
（２）平成19年８月28日、丙川家におい
て、ベビーシッター採用者のオリエンテ

ーションやYへの入社手続が行われ、X
らは、平成19年９月１日から夢子のベビ
ーシッターとしての勤務を開始しまし
た。Xらに対しては、夢子の育児のため
に「夢子の育児マニュアル」と題するマ
ニュアルが渡され、また、洗濯、クリー
ニング出し、ごみ捨て、掃除、布団干し
といった家事に関して「家事マニュアル」
と題するマニュアルが渡され、Xらはお
おむねこれに従って業務を行いました。
（３）XらとYとの間では、それぞれ平成
19年９月１日付けの労働契約書が作成さ
れ、その勤務条件について、試用期間、
勤務場所、勤務時間、休日、業務内容、
給与の計算期間及び支払日、賃金、交通
費、その他について定められていまし
た。なお月１回程度、シフト決めや各種
方針の決定等を行うため、丙川夫妻やベ
ビーシッター全員が集まって会議を行う
こともありました。
（４）Xらが勤務を開始した後の平成19
年９月12日、YからXらに対し、同年10
月１日からのベビーシッターの勤務体制
について、３名体制から４名体制に人数
を増やして夜のコマを設定するなどして
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変更する旨が通知され、Xらの労働契約
書についても、記載内容の変更がされま
した。
（５）Xらの業務内容は、基本的には夢
子のそばを離れずにその世話をし、それ
に付随する夢子の食事準備や洗濯等、各
種幼児教室への送迎等が中心でしたが、
洗濯については、夢子の物と両親の物の
洗濯が区別することなく行われ、また、
ゴミ出しも夢子のゴミと丙川家のゴミを
区別することなくほぼ毎日行われていま
した。掃除やクリーニング出しについて
は、ベビーシッターも、子供部屋や夢子
が汚した部分の掃除はもとより、丙川夫
妻の部屋を除き、リビングやキッチン、
風呂場、トイレなどについては簡単な掃
除をしていました。また、Xらベビーシ
ッターは、連絡ノートを記載して、これ
を丙川夫妻に提出するなどしていまし
た。このようにXらベビーシッターの業
務内容については、主として丙川夫妻が
これについての指示、指導等を行ってい
ましたし、Xらは、勤務するに当たって、
タイムカードを記載することとされてお
り、自らの出退勤時間を手書きでタイム
カードに記載し、Yの財務部に提出する
などしていました。
（６）XらのうちX１は、平成21年７月６
日、Y代表者から、同年８月以降はベビ
ーシッターを１名体制としたい旨を告げ
られた上、住み込み勤務の可否などを尋
ねられました。X１が、考えさせてほし
い旨を告げるなどしたところ、Y代表者
から口頭で解雇する旨を告げられまし
た。Yは、同月26日頃、X１に対し、就
業規則の規定により、同年８月５日をも
って解雇することを予告する旨の同年７

月６日付けの解雇予告通知書を送付しま
した。またX２は平成21年７月31日をも
ってYを退職しました。なおYは、Xら
に対し、平成21年７月15日以降の賃金を
支払っていません。
（７）そこでXらは、平成22年５月25日
にYに対して、主位的に、X１が解雇無
効による地位確認と平成22年５月以降の
給与の支払を求めるとともに、未払給与
及び時間外割増賃金並びにこれと同額の
付加金の支払を求め、Yを退職したX２
が時間外割増賃金及びこれと同額の付加
金の支払を求め、予備的に、不法行為に
基づき、Xら請求債権と同額の損害賠償
を求めて本件訴えを提起しました。なお
争点は、家事使用人該当性（争点１）、
時間外割増賃金請求（争点２）、X１に対
する本件解雇の有効性（争点３）など多
岐に及びますが、紙幅の関係上、以下で
は主に争点１と争点３を取り上げます。

判 旨

（１）　家事使用人該当性について（争点
１）
　「家事使用人について、労働基準法の
適用が除外されている趣旨は、家事一般
に携わる家事使用人の労働が一般家庭に
おける私生活と密着して行われるため、
その労働条件等について、これを把握し
て労働基準法による国家的監督・規制に
服せしめることが実際上困難であり、そ
の実効性が期し難いこと、また、私生活
と密着した労働条件等についての監督・
規制等を及ぼすことが、一般家庭におけ
る私生活の自由の保障との調和上、好ま
しくないという配慮があったことに基づ



No.2585　労働法学研究会報30

くものと解される。しかしながら、家事
使用人であっても、本来的には労働者で
あることからすれば、この適用除外の範
囲については、厳格に解するのが相当で
ある。したがって、一般家庭において家
事労働に関して稼働する労働者であって
も、その従事する作業の種類、性質等を
勘案して、その労働条件や指揮命令の関
係等を把握することが容易であり、か
つ、それが一般家庭における私生活上の
自由の保障と必ずしも密接に関係するも
のでない場合には、当該労働者を労働基
準法の適用除外となる家事使用人と認め
ることはできないものというべきであ
る。」
　「Xらの行っていた家事労働は、夢子
の面倒をみるというベビーシッターの業
務を中心とするものであり、その内容
は、もちろん丙川家における私生活上の
自由にかかわるものであるが、その程度
は、広く家事一般にかかわる家事使用人
よりも限定的であるということができ
る。」「Xらについては、その労働条件や
指揮命令の関係等を外部から把握するこ
とが比較的容易であったといえ、かつ、
これを把握することが、丙川家における
私生活上の自由の保障と必ずしも密接に
関係するものともいい難いというべきで
あるから、Xらを労働基準法の適用除外
となる家事使用人と認めることはできな
いものというべきである。」
（２）　X１に対する本件解雇の有効性に
ついて（争点３）
　「Yは、X1を普通解雇したものであり
……その解雇理由は、X1が夢子に対し
て、その頬を殴打する暴行を加えたた
め、夢子がX１に対して著しい拒絶反応

を示したというものである」がYの主張
する「各事実については、その時期等は
必ずしも明確とはいい難く……Yが主張
するこれらの事実の存在を直ちに認める
に足りないというべきであるし、これを
もって、X１の暴行の事実を推認するこ
とができるなどとはいい難い。」「そし
て、夢子がX１に対して著しい拒絶反応
を示したという事実についても、X１は
これを否認しているところ、上記説示に
照らせば、やはりこの事実自体を認める
に足りる証拠はないものといわざるを得
ない。」「以上によれば、YがX１の解雇
理由とする事実の存在を認めるに足りな
いものといわざるを得ない。」
　「Yは、個人家庭におけるベビーシッ
ターの仕事については、家族、家庭との
信頼関係が当然の前提とされており、Y
代表者が合理的な推論によって、X１が
夢子に対して暴行をしていたのではない
かとの疑いを持たざるを得ない状況にあ
ったことを主張し、Y代表者がこうした
疑いを持ち、X１との信頼関係が損なわ
れたことが解雇理由であるかのように主
張する」が「上記認定のとおり、X１の
暴行やX１に対する夢子の著しい拒絶反
応については、これを認めるに足りる証
拠はないし、上記説示したところに照ら
せば、Y代表者がそうした疑いを持った
ことがあったとしても、これを合理的な
推論によるものということはできない。」
　「以上のとおり、本件解雇は、その解
雇理由とされた事実を認めるに足りない
のであるから、客観的に合理的な理由を
欠くものといわざるを得ず、その余の点
を検討するまでもなく、無効なものとい
うべきである。」
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ポ イ ン ト 解 説

１　はじめに
　社会において男女共同参画が推進され
共働きの夫婦が多数派になりつつある昨
今、育児に対する公的な支援の不足が問
題視されています。もちろん、公的な支
援としては保育に欠ける児童のための保
育所があるわけですが、待機児童問題は
一向に改善される見込みはありません。
そのようななか、インターネットなどで
手軽にアクセスできるベビーシッターを
利用する夫婦が最近では増えてきたので
はないかと思います。
　もっとも、認可・認証保育園というよ
うに（もちろん、いわゆる認可外保育施
設も数多く存在しますが）、設置にあた
り都道府県知事の認可等が必要な保育所
とは異なり、ベビーシッター事業には５
人以下の子どもを預かる認可外保育施設
同様、行政への届出や認可等は必要あり
ませんし、ベビーシッター自身、公的な
資格が必要とされるものではありませ
ん。今年３月17日に埼玉で起きた、ベビ
ーシッターを名乗る男性の自宅から男児
が遺体で発見されたいわゆるネット託児
事件は、そのようなベビーシッターの問
題点を浮き彫りにしたともいえるでしょ
う。
　前置きが少し長くなりましたが、本件
は、病院の院長がインターネットを介し
て採用したベビーシッターが家事使用人
にあたるかどうか、さらにその解雇が有
効か否かなどが争われました。ベビーシ
ッターを利用する際、ベビーシッターを
派遣する業者を介して紹介を受けること

が一般的かとは思われますが、先の埼玉
の事件で象徴されるようにインターネッ
トを介して直接契約を締結することも安
価で簡便なこともあり最近では増えてい
ると思われ、そのような意味でも本件の
ように業者を介さずに起きた事件を紹介
することは意義のあることと思われます。
２　家事使用人について
　まず、本件で争点になった家事使用人
について確認しておきましょう。
　旧労働省労働基準局編の『解釈通覧労
働基準法（全訂６版）』（総合労働、1999
年）22頁以下によると、家事使用人と
は、家庭において家事一般に従事する労
働者をいうとされ、家事使用人であるか
否かは誰に雇われているかは問わないも
のであるので、「法人に雇われ、その役
職員の家庭において、その家族の指揮命
令の下で家事一般に従事している者も家
事使用人である」が、一般家庭の中には
いっている者を対象とするので「個人家
庭における家事を事業として請け負う者
に雇われて、その指揮命令の下に当該家
事を行う者は家事使用人に該当しない」
（昭63.３.14基発150号）とします。
　そして家事使用人について法の適用を
除外した趣旨は、一般家庭における私生
活の自由の保障との調和を図るためとの
ことであり、その具体例として、同書
は、個人開業医に雇い入れられ、家事に
従事する傍ら、その事業の業務を手伝う
場合と、逆に、住込みの看護婦としてそ
の業務に従事させる傍ら、家事をも手伝
わせる場合を挙げ、前者は家事使用人が
本来の業務であるから労基法の適用はな
いが、後者は看護婦の業務が本来の業務
であり、通常これに従事する場合には労
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基法の適用があるともいいます（昭
24.4.13基収886号）。これらの記載は、本
件を考えるに当たり大変参考になるもの
と思います。
　この点本件についてみると、裁判所
は、家事一般に携わる家事使用人の労働
が一般家庭における私生活と密着して行
われるため、その労働条件等についての
国家的監督・規制に服しめることが実際
上困難であることを理由として挙げてい
ます。同様の説明は菅野和夫『労働法
［第10版］』（弘文堂、2013）106頁にもみ
られ、「この適用除外は、そのような労
働者（ここでは家事使用人のこと、筆
者）の労働条件について国家的規制と監
督を行うことが困難かつ不適切と考えら
れることによる」という説明と符合しま
す。そして裁判所は、さらに敷衍して、
Xらについてその労働条件や指揮命令の
関係等を外部から把握することが比較的
容易であったこと、かつそれを把握する
ことがYの私生活上の自由の保障と必ず
しも密接に関係するものとはいい難いと
し、Xらを労基法の適用除外となる家事
使用人と認められない、と結論づけま
す。たしかに、本件の事実認定を見る限
り、本件のXらは勤務するにあたってタ
イムカードを記載することとされてお
り、自らの出退勤時間を手書きでタイム
カードに記載し、Yの財務部に提出する
などしていることからして、Xらの労働
条件を外部から把握することは比較的容
易でした。この点、同様にインターネッ
トで募集したベビーシッターであるとし
ても、このような手順を踏まないケース
の方が圧倒的でしょうから、本件が参考と
なりうる範囲は限定的かと思われます。

　ところで、現行法は判決文も示す通り
116条２項に家事使用人の根拠を定める
わけですが、かつての法改正前は８条但
し書きで家事使用人について適用除外と
規定していました。その当時の解説書
（松岡三郎『条解労働基準法　上（新版）』
（弘文堂、1967）83頁以下）から、「家事
使用人に該当するかどうか、不明瞭な場
合がある。それは、結局、本条の適用事
業のために使用されているか、一般家庭
のために使用されているかどうか、その
労働を提供される場所がいかなる種類の
ものであるか、さらにその労働の内容が
いかなるものであるか、具体的に判断し
なければならない」からであるという指
摘を紹介しておきたいと思います。この
点、本判決での「Xらが家事使用人に該
当するとのYの主張は採用できないとは
いえ、この主張には一応の根拠があると
いえる」という判示部分は、家事使用人
か否かの判断が極めて微妙なものである
ことを示唆していると思われます。
　近時、外国人の家事使用人の雇用拡大
について論じられているようですが、
ILOが家事労働者のディーセント・ワー
クに関する189号条約を採択（現時点で
日本は未批准）したことからみても、そ
の活用にあたっては慎重であるべきでは
ないでしょうか（濱口桂一郎「家事使用
人の労働基準法」労基旬報平成26年８月
25日参照）。
３　解雇について
　本判決は、Xらが家事使用人にあたら
ないという前提に立ち（なお労働契約法
は労働基準法同様、同居の親族のみを使
用する労働契約を適用除外としますが、
家事使用人を適用除外としません。この
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違いは先の菅野『労働法』105頁によれ
ば、労働基準法が罰則と行政監督を伴う
という性格によるようです）、以下のよ
うに解雇無効の判断を下しています。す
なわち、X１が夢子に対してその頬を殴
打する暴行を加えたため、夢子が著しい
拒絶反応を示したかについて、夢子がベ
ビーシッターのうちX１のみに明確な拒
絶反応を示したとはいい難いこと、ベビ
ーシッター間の引き継ぎ等や連絡ノート
の記載においても暴行をうかがわせるよ
うなものがあったことはいい難いことな
どを理由に、この事実を認めるに足りる
事実はないとします。そして裁判所は、
本件解雇が、多数のベビーシッターが交
代で面倒をみるという体制は夢子の精神
状態に好ましくないというアドバイス
を、夢子が通っていた塾の経営者から受
けたY代表者が、それまでの４名体制か
ら１名が中心になって行う体制に変更す
るために行われた可能性を否定できない
とも指摘します。以上から裁判所は、本
件解雇はその解雇理由とされた事実を認
めるに足りず、客観的に合理的な理由を
欠くものといわざるを得ず、無効である
と結論づけます。
　このように本件では解雇無効と判断さ
れたのですが、Yによる、個人家庭にお
けるベビーシッターの仕事は、家族、家
庭との信頼関係が当然の前提とされてい
るという主張自体は、一般に、密室であ
る個人宅において子どもをベビーシッタ
ーに預けて外出する共働き夫婦からみれ
ば納得のいく指摘でしょうし、仮にその
ような信頼関係が失われるような行為が
推認される場合、客観的で合理的な解雇
理由に該当するといえないでしょうか。

４　実務のポイント
　この事件についての解説を労働新聞
（平成26年６月16日付）へ寄稿されてい
る岡芹健夫弁護士は「ベビーシッターの
労務提供の対象は、自らの認識と意思を
的確に他者に伝える術と機会を有しない
幼児であることを考えると、シッターに
委ねる側（多くの場合は親）としては、
具体的な事実、根拠（証拠）の顕出なく
して、その交代（解雇）をなし得ないと
いうのは、いささか不安になるところも
あろう」と指摘します。この点にもかか
わり、厚生労働省は先の埼玉での事件を
踏まえ、ベビーシッターなどを利用する
場合に、①情報収集、②事前面接の必要
性、③事業者名・氏名・住所・連絡先の
確認、④保育の場所の確認、⑤（保育士
や認定ベビーシッターの資格を持ってい
る場合）保育士登録証や認定ベビーシッ
ター資格登録証の確認、⑥保険の確認、
⑦預けている間のまめなチェック、⑧緊
急時における対応、⑨子どもの引き渡し
の際の様子の確認、⑩不満や疑問の率直
な相談、という10個のポイントに留意す
るよう注意喚起しています。一瞥して、
いずれも極めて常識的な内容であり、こ
のようなことを啓発しなければならない
現状にあることを再認識させられます
し、それこそ国家的規制の必要性を感じ
ずにはいられません（現に厚生労働省は
利用者が事前にベビーシッターの身元を
確認できるための規制強化を検討中との
ことです）。なお上記各ポイントが、託
児施設のない企業がインターネットを介
してベビーシッターを探す必要に迫られ
る場合に参考になろうことはいうまでも
ないでしょう。
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金子　雅臣

１　ブラック企業の噂

――今、問題になっているらしい、ブラ
ック企業の話なんですが…。
　滝島課長が少し声をひそめるようにし
て聞いてきた。
――ブラック企業というと、若者を食い
物にする法違反を平気でやる企業のこと
ですか。でも、それがどうかしたんです
か。
　私は、情報通信機器の製造販売の優良

中堅企業でもある滝島の会社とブラック
企業の関連がつかめないままに聞き返し
た。
――ええ、少しそのことが問題になって
いましてね。ところで、そのブラック企
業というのは、もう少し正確な言い方で
はどのような企業のことを言うんです
か？
　滝島は私の問にはっきりとは答えない
まま質問を続けてきた。
――法的な呼び名ではないので、正確に
という質問には答えにくいのですが、就
職難に乗じて正社員として採用しなが
ら、労働基準法違反の過酷な仕事をさせ
て使い捨てにするような企業のことを言
うもので、その手法はいろいろに言われ
ていますが…。
――要は、若者の正社員採用に係る問題
ということでしょうか。
――主には、そんなところでしょうが、
最近は労働環境の悪い企業などを指して
広く使われることもあるようです。飲食
店のチエーンなどが話題になりました
し、最近ではエステ業界なども問題にな
っていますよね。
――そうした企業は、何が問題にされて
いるんですか。
――そうですね。長時間労働をさせなが
ら残業代が払われていないことや、高い
売上目標を強制することなどですね。そ
れに共通して告発されているのはパワハ
ラですか。
――なるほど、でもつまるところは労働
基準法などの法違反をしていることが問
題なんですよね。高い目標値の設定など
は、ただちに基準法違反とはいえないよ
うな気がするんですが、どうなんです
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か。
　滝島はあらためて確認するように言っ
た。
――そうですね。目標ですか、いわゆる
ノルマがあまりにも過酷ということにな
れば問題ですよね。エステ業界の告発で
もノルマで施術回数券の押し売りをした
り、エステに関連した基礎化粧品や栄養
剤の販売が問題になっていましたね。
――それは強制したということですよ
ね。
――ええ、売り上げを休憩室に貼り出し
たり、上司が怒鳴るなどパワハラがあっ
たということですね。怒鳴るなどがなく
てもやんわりと強制されて、自腹で商品
を購入させられるケースなどもあったよ
うです。

２　PIPの導入

――うちはそんなことをやっているわけ
ではないのですが、それでもブラック企
業呼ばわりをされて、どうするかという
ことなんです。
　滝島は気を取り直すようにして、本題
に入ってきた。
――ネットかなにかに書かれたというこ
とですか。
　私は、半信半疑で問い返した。
――いや、ネットではないんですが、社
内メールで書かれたんですよ。
――誰かが冗談半分というか、軽い気持
ちで書いたということですか。
　私は、社内問題であることで、少し軽
い調子で応じた。
――そうなんですが、それに少し社外に
も広がっているし、問題が問題だけに放

っておけないのではないかということな
んですが…。
――問題が問題というと…。
――実は、いまわが社では、話題のPIP

（Performance Improvement Program）
を取り入れて業務改善の真っ最中なんで
す。そのやり方をめぐってわが社のやり
方はブラック企業だという噂を流してい
るヤツがいましてね。
――なるほど、確かにPIPによるノルマ
が新手のリストラの手法という話もあり
ますから、そことの関連で言われている
のかもしれませんね。
――でも、それって過剰反応というか、
悪質な言いがかりという気がするんです
が…。
　滝島は語気を強めた。
――皆さんの側からすれば、いいがかり
に見えるかもしれませんが、PIPで業績
改善が見られない場合には解雇もありう
るということが、従業員側からは「目標
による管理」つまり新たなノルマ強制シ
ステムだということになりかねませんか
らね。
　私は滝島をなだめるつもりで言った
が、滝島には通じなかったようだった。
――さきほどのお話のエステ業界と同じ
やり方だということですか。
　心外というふうに滝島は目を見開くよ
うにして言った。
――解雇もあるという点を強調すると、
そのようになりかねないということで
す。
――それは、あくまで「ありうる」とい
うことで、まずは業務成績不良な社員へ
の業務改善が中心テーマですからね。

「改善の見込みがない」というのはよほ
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どのことですから…。
――あくまで労働契約法第16条の解雇制
限による「客観的に合理的な理由があ
り、かつ社会通念上相当と認められる」
ということが大前提ですよね。
　私は再確認するように言ってみた。
――そうですね。そうした点は踏まえて
いるつもりなのですが、それなのにブラ
ック企業だというのですから、許せない
ということなんですよ。
　滝島はため息をつくようにして言っ
た。

３　ハローワークへの告発

――それなら説明が不十分、もしくはや
り方が拙速で誤解を与えていることは考
えられませんか。
　私はなだめるように言ってみた。
――そんなことはないとは思うんです
が、もしそうだとしても外部への吹聴は
許せないことです。
――先ほども言われていた、社内メール
だけでなく外部へもという内容はどんな
ことですか。
――ハローワークへの告発があったらし
いんです。
――えっ、労働基準監督署ではなくハロ
ーワークですか。
　私は、滝島が言い間違えたのかと思っ
て聞き直したが、間違いではなさそうだ
った。
――求人の件でハローワークに行った時
に、「お宅の企業についてブラック企業
という噂があるのだが…」と言われまし
てね。
――噂ですか…。

　私は、この話を聞いて滝島の過剰な反
応の原因が分かったような気がした。
――そうなんです。「問題があるという
ことになると、求人の受付ができなくな
る」と言われたんですよ。
――それで、その噂の出所については、
何か言われましたか。
――いや、役所ですから、それ以上は言
えないということらしいんですが、どう
も口ぶりからは告発電話があったような
んですよ。匿名なので断定はしていない
ようでしたが…。
――なるほど、ハローワークとしても厚
生労働省から通達が出ていることもあり
捨て置けないということでしょうね。
――えっ、通達が出ているんですか。そ
れじゃあ、ウチは完全にブラック扱いさ
れるということですか。
――いや、そんなことはないでしょう。
第一、滝島さんの企業は定着率が高い優
良企業ですから…。
　滝島は、私の慰めるような言い方にホ
ッとしているようだった。

４　犯人探しへの焦り

――通達が出ていることもあるので、ハ
ローワークも求人の受付などで慎重にな
っているということでしょう。典型的な
ブラック企業のやり方に嘘の求人条件を
提示するというものがありますから…。
――それは、わが社ではありえないので
問題外です。
――それなら、ハローワーク対策より
も、企業内での理解に努めることの方が
大切なんじゃないですか。
――でも、人事サイドではやはり犯人探
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しが大切だという声が大きいんですよ。
恐らく、社内メールの犯人が、ハローワ
ークへの告発をしたのではないかという
ことですよね。
――まあ、断定はできないでしょうが、
可能性はあるということですか。
――社内メールは当然のことですが犯人
は分かっているので処分は簡単なんです
が、それでは大した処分にはならない。
――もっと、厳しい処分をしたいという
ことですか。
――そうです。わが社の就業規則では、
就業時間内に会社のメールで私的なこと
を書いたこと程度でしたら、厳重注意か
せいぜい戒告ということです。でも、内
部告発による会社の信用失墜行為となれ
ば、解雇も含めた厳しい処分ができると
いうことなんです。
――でも、証拠がないし、そのことを決
めつけて重い処分を強行した場合の社内
の反応も考えた方がよくないですか。
――社内の反応ですか…。
　滝島は少し考え込むようにして黙り込
んだ。
――ええ、PIPの議論をこれからしてい
くのに悪影響がでないかということで
す。

５　過剰反応は逆効果

――先ほどの「改善見込み」の判断につ
いてのハードルを明確にしないなかでの
誤解だとすれば、その誤解を処分で切り
捨てたことになり、ますます不信感が職
場に広がらないかということですよ。
　私は滝島が判断しかねているようだっ
たので、重ねて言ってみた。

――確かに、その判断については社内的
にも少し議論のあるところでして…。
――それなら、なおさらですね。せめ
て、裁判などが言っている①能力低下が
労働契約の継続を期待できないほどのも
のか、②改善矯正の機会を与えている
か、③今後の指導改善の見込みがない、
などの「客観的合理的な理由」がないか
ぎり解雇はしないというような基準は示
していく必要があるんじゃないですか。
――犯人探しや処分よりそちらの方が先
ということですか。
――そうですね。PIPがまさにリストラ
の手法で、貴社がブラックだなどと言わ
れないように、社員に安心感を与えるこ
とが必要じゃないでしょうか。そのため
には、まず解雇不安という疑問に答えれ
ば、自然に解決するような気がするので
すが、どうでしょう。
――やはり、ブラックと言われたことに
過剰に反応していますかね。
　滝島は少し反省するような言い方をし
てきた。
――そうですね。違うなら何もそこまで
過剰反応することもないのでは…という
ことですよ。
――その意図がないのに、過剰に反応し
てしまえば、痛くもないハラを探られか
ねないということです。それに、そこに
こだわることで、肝心の制度の導入が進
まなくなれば元も子もなくなる。
――確かに、ここは本筋に戻って冷静に
なれということですか。どうやら、我々
はブラック企業などと言われたことで感
情的になっていたようですね。
　滝島は自問自答するように言った。
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「事例」で考える労働法

社会保険労務士（元労働基準監督官）
北岡　大介

過労死防止対策推進法と企業の実務対応
〈第76回〉

Q：平成26年通常国会において、
過労死防止対策推進法が成立した
と新聞報道で承知しておりますが、
同法は如何なる法律でしょうか。
また同法が本年11月１日に施行さ
れることによって、企業実務にど
のような影響があるでしょうか。

はじめに
　平成26年通常国会の会期末において、
議員立法（衆院）で過労死等防止対策推
進法が可決成立しました。新聞各紙の報
道を見る限り、好意的な評が目立つ法律
ですが、そもそも如何なる法律でしょう
か。また本年11月１日に施行された後、
企業実務に如何なる影響が予想される
か、法的論点を中心に以下解説致しま
す。

１　過労死防止対策推進法の概要
　同法はまずその目的として過労死や過
労自殺を社会の損失ととらえ、国の責任
で防止対策を実施するよう促すとしてお
り、具体的には①過労死等の実態の調
査・研究等、②国民の関心と理解を深め
る啓発、③相談体制の整備、④民間団体

の活動支援等が盛り込まれ、さらに国会
に対する過労死等対策の年次報告書提
出、11月の啓発月間などが規定化されて
います。
　まず同法が対象とする「過労死等」は
過労死、過労自殺の表現に見られる「死
亡」のみならず、過重労働等による脳心
臓疾患もしくは精神障害などの「傷病」
も含まれることとされています（同法２
条）。また「脳血管疾患、心臓疾患や精
神疾患」に限られず、「など」の文言の
通り、文言上、その他傷病も業務におい
て過重な負荷または強い心理的負荷を受
けたことに関連する場合はこれに含まれ
る可能性があります。
　政府は以下のとおり、「過労死等」の
防止のための大綱策定、実態調査や効果
的な防止等に関する調査研究、周知啓発
等を行うこととしていますが、さらに、
調査研究等の結果を踏まえ、必要がある
と認めるときは、過労死等の防止のため
に必要な法制上又は財政上の措置その他
の措置を講ずるものとしました（同法14
条）。

①政府が過労死等の防止のための対策に
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関する大綱策定。大綱策定には、被災労
働者・その家族らの代表を含む「過労死
等防止対策協議会」の意見を聴くものと
された。
②政府は大綱に基づき、過労死等防止の
ために４つの対策を実施。
・過労死等の実態の調査をし、過労死等
の発生の原因を明らかにするために、防
止に関する調査、研究等を行う。
・過労死防止の重要性の啓発を行う。11
月を過労死等防止啓発月間とする。
・相談体制等の整備。
・民間団体の活動に対する支援。
③政府が過労死等の防止のために講じた
施策の状況を国会に年次報告する。
④調整研究等の結果を踏まえた法制上・
財政上の必要な措置を講じる。
⑤法施行後３年を目処に、法律の施行状
況を勘案して、必要な措置を講じる。

２　同法の法的性格
　まず、そもそも同法が如何なる法的性
格を有するかが問題となります。これに
ついては現時点で２つの見解がさしあた
り挙げられます。
　①今後の調査研究・周知啓発上の根
拠、法制検討の工程表を示す法であっ
て、実定法上、影響を及ぼす法律ではな
い。
　②過労死防止のための「基本法」の性
質を有する。
　同説を主張される労働弁護団幹事の玉
木一成弁護士は以下論考において、次の
通り解説されています。「過労死防止法
は、労基法や安衛法の適用について、過
労死等の防止という理念から、一層の徹
底を図って、各法律の解釈と運用を行う

ことになるものです。過労死防止法は、
労基法が定める労働時間や休日などに関
する規制、安衛法が定める安全衛生に関
する詳細な規制などの具体的な規定を定
めるものではありませんが、それらの具
体的で詳細な規定の解釈と運用をする際
の理念を定めたものなのです」（労務事
情1280-68）
　思うに上記下線部分の見解について
は、法条文の目的が「過労死等に関する
調査研究等について定めることにより」
等と明記されていることからも、法文か
ら直ちに同見解を導き出すことは困難と
考えます。ただし今後の労災民訴事件な
どにおいて、裁判所が本法を引用し一つ
の参考にする可能性は否定できず、実定
法上の法解釈に間接的な影響が生じる可
能性自体は否定できないものと思われま
す。

３　今後の過労死防止対策に係る大綱策
定・調査研究等のありかた
　同法の大きな特徴としては、過労死防
止対策等に係る政策（大綱等）決定プロ
セスに、被災労働者・その家族らの代表
らの参画を明文で認めた点にあろうかと
思われます。現行の労働法制は全国規模
の労働組合代表も参画する労働政策審議
会での議論を踏まえ、概ね策定されてい
ますが、労働者個人らの代表の直接参画
を法定で定めた同種立法は見あたらず、
この点が極めて特徴的といえます。
　労働弁護団幹事の玉木弁護士は前述し
た論考において、この点を次のとおり高
く評価しています。「過労死弁護団全国
連絡会議も被災労働者、その家族、遺族
の被害救済だけでなく、過労死防止のた
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めの政策立案、提言をしていくことがよ
り重要な課題となりますので、その一層
の充実を図るため、その組織体制を図る
必要があり、また、厚生労働省をはじめ
関係各団体との連絡、調整を一層緊密に
行っていかなければならないことになり
ます。」「さらに…法制上または財政上の
措置を充実させ、実現していくこと、ま
た、３年を目処に予定されている過労死
防止法の改正を含む措置を行うために、
過労死防止法の成立を実現した超党派議
員連盟を基盤とする各政党との連絡、調
整も引き続き緊密に行っておくことにな
ります」
　過労死防止対策の立案にあたり、様々
な利害関係者とりわけ深刻な被害を受け
た当事者たる労働者及びその遺族らの声
を聞くことは極めて意義があります。過
労死弁護団等がこの声をサポートするの
も当然でしょう。
　ただ、その一方で政策決定にあたって
は、真摯に過重労働・健康障害の防止に
配慮しつつ、日々、経済・生産競争に取
り組む企業側の声を十分に聞くことも、
実現可能性の高い的確な法施策の立案・
実現という観点から極めて重要といえま
す。また健康障害防止の観点から言え
ば、産業保健分野の専門家による科学的
な見解を踏まえた検討も必要不可欠で
す。
　今後、過重労働防止対策に係る施策検
討に際し、バランスの取れた議論と政策
検討がなされることが、これまで以上に
望まれるものであり、検討の推移を注視
する要があります。

４　脳血管、心疾患、精神疾患による死

亡と会社の法的責任再考の要
　今後、過労死防止に係る調査研究が進
められることになりますが、そもそも最
近の労災民訴事案をみる限り、いわゆる
「過労死」という概念自体が多様化して
きているように思われます。恐らく「過
労死・過労自殺」という言葉から、最も
連想されるのが、極端な長時間労働によ
る脳心・精神疾患事案と思われますが、
そのリーディングケースとして、今日に
おいても挙げられるのが、電通事件最高
裁判決（最２小判平成12年３月24日）で
す。同判決の調査官解説では、過重労働
とうつ病、自殺との因果関係、予見可能
性について次の整理を行っています（電
通事件最高裁判決調査官解説（法曹時報
52-9-332））。
　「本判決が、Ａの業務の遂行とＡのう
つ病罹患による自殺（厳密には、その死
亡に伴う各種の損害項目）との間の相当
因果関係を認めた原判決の判断を是認す
ることができるとしたことは、自然の帰
結であったと考えられよう。」（太字筆
者）
　確かに電通事件判決の事実認定を前提
とすれば、異常な長時間労働が認めら
れ、当該事実を使用者側が認識している
ことをもって、うつ病発症さらには自殺
との因果関係や使用者の予見可能性を認
めることも「自然の帰結」として肯定し
うるようにも思われます。
　その一方、最近の裁判例の中には電通
事件最高裁とは異なり、「異常な長時間
労働」が見られない労災民訴認容事案が
登場しています。例えば、客観的過重労
働の事実を否定しつつ、使用者側の具体
的予見可能性を根拠に安全配慮義務違反
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の成立を認める事案（デンソー（トヨタ
自動車）事件　名古屋地判平成20.10.30
労判978-16）では次の通り判示するもの
です。「（客観的過重労働）に至らない程
度の過重な業務に従事させている労働者
についても、そのまま業務に従事させれ
ば心身の健康を損なうことが具体的に予
見されるような場合には、その危険を回
避すべく業務上の配慮を行うべき義務が
あり、これを怠れば同義務の不履行とな
る」
　水島郁子阪大教授はこれらの裁判例の
動向を踏まえ、最近の安全配慮義務違反
事案の中には「労働者の年齢、健康状態
等に応じて従事する作業時間や内容の軽
減、就労場所の変更など適切な措置を取
るべき義務」「（上記）の安全配慮義務が
問題になるときには使用者の認識等（具
体的予見可能性）の存在が必要」（労働
法の争点136頁）となる新たな事案類型
が生じているとの整理を行っています。
　以上のとおり、電通事件型のみならず
多様な過労死事案類型が生じており、裁
判例も事案類型毎の適切な判断を模索し
ている途上のように思われます。このよ
うな中、労災民訴の認容事案を全て「電
通事件」類型に同一視し、具体的予見可
能性など個別ごとの認定判断を抜きに、
一律に使用者責任のみを拡大するような
論議は的を射たものとはいえず、調査研
究の一層の進展が望まれます。

さいごに
　同法は事業主に対する定めとして、
「過労死等の防止のための対策は、国、
地方公共団体、事業主その他の関係する
者の相互の密接な連携の下に行わなけれ

ばならない」（同３条１項）、「事業主は、
国及び地方公共団体が実施する過労死等
の防止のための対策に協力するよう努め
るものとする」（同４条３項）に留まり、
直接事業主に何らかの義務を課す法律で
はありません（なお前述２の通り、「基
本法」として労基法等他法の解釈・運用
の理念として一定の影響が生じるか否か
で見解の相違あり）。
　同法からただちに企業側が何らかの対
応を迫られるものではありませんが、本
法成立を契機に、今後ますます「業務に
おける過重な負荷」「業務における強い
心理的負荷」、とりわけ月80時間を超え
るような法定時間外労働の常態化は厳し
く批判されることとなり、労基署による
監督指導の強化等が予想されます。厚労
省は本年11月を「過重労働解消キャンペ
ーン」と定め、監督指導の強化や無料の
電話相談などの取組を行うこととしてお
り、企業側としても労働者の過重労働・
健康障害防止に積極的に取り組む要があ
ります。また過労死等の防止対策とし
て、国民（従業員とその家族含めた）へ
の意識啓発と地域の医療体制等を含めた
産業保健の充実も極めて重要であり、こ
の点でも国、地方自治体、医師会等の対
策強化が進むことが望まれます。
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増田明利

それでは皆さんサヨウナラ

　「正社員で働けたのは２年前（2012年
９月）までです。勤めていた会社が大半
の業務を海外移転することになって自主
退職したわけですが、実際はリストラみ
たいなものでした」
　これ以来、定職に就けたことがないと
いう長嶺さん（仮名・53歳）はハローワ
ーク通いが日課になっている。
　「元々の職場はプラスチック部品成型
加工会社です。昭和59年に学卒で就職し
たから約29年勤めたわけですが」
　会社の規模は社員300人程の中堅企業
だが自動車や電機大手の協力会社として
相応の業績を維持し続けていた。
　「仕事の割合としては自動車関連５割、
電機関連３割、ＯＡ関連２割で推移して
いました」
　長嶺さんが担当した業務は生産管理、
資材調達、庶務等の部署。真面目にコツ
コツ働いてきた。
　ところがこの10年の間に家電関連が減
り続け、それに比例して売上も落ち込ん
でいった。
　「リーマンショックの後は内需の不振

や原材料の高騰が重なってリストラの連
続でした。会社の空気は澱んでいた」
　会社の窮状は重々承知していたが、現
実に「もう貴方にやってもらう仕事はな
くなりました。自発的な退職をお願いし
ます」と通告されたときのことは今でも
鮮明に記憶している。
　「全身総毛立つというか、来るべきも
のが来たというか…。そりゃ嫌なものだ
し気持ちが折れますよ」
　経営幹部が生き残りのために下した結
論は海外への移転。
　「もう日本ではやっていけない。大手
が生産拠点をマーケットの拡大が望める
地域に出ていく時代だ、操業を続けるに
は一緒に出ていくしかない。このままで
は座して死を待つだけ。そういうことで
した」
　法人登記上の本社は日本に置いておく
が、国内に残すのは開発部門と連絡事務
所だけ。移転先はインド。
　「最初は中国へ行くらしいという噂が
先行していたのですが、反日感情が強い
ことと賃金の上昇が懸念されるというこ
とで、より人件費が安く済むインドに決
まったらしい」

正社員からの脱落



労働法学研究会報　No.2585 43

　ただし、これも当面の間という注釈付
きで将来的にはベトナム、ミャンマー、
バングラデシュ等に再移転することも想
定しているということだった。
　「経営陣としては生き残っていくため
には当然のことなのでしょう。潰れたら
元も子もないわけだから」
　経営のグローバル化とか世界戦略等と
いう文言は発注元である大手企業のこと
だけだと思っていたが、そうではなかっ
たのだ。
　「会社に残れたのは全在籍者の７割程
度でした。生産部門だと製造ラインの設
計や工作機械のプログラミングができる
エンジニア、機械のメンテナンスができ
る技師。これぐらいですよ。一般的に言
う作業技能職は向こうで指導的な仕事を
する熟練者以外は全員が整理対象でし
た」
　長嶺さんのような管理部門にいる者だ
と、まず若いこと。あとは英語力。
　「現地採用の社員とコミュニケーショ
ンがとれなければ話にならない。日常会
話ぐらい可能な英語力を付けろ。こんな
ことを言われました。この時点で無理な
話です。要は辞めてくれということだと
悟りました」
　希望退職の条件は勤続年数を細かく区
切り退職金の上乗せをすることと、希望
者には退職後半年間は転職支援会社に掛
かる費用を会社が負担するというもの。
　「正式に退職したのは平成24年９月末
ですが、その１か月前に名前だけの資材
管理部次長になりました。希望退職に応
じたご褒美に名誉昇進したわけです」
　最後の出勤日は終業後に女子社員から
花束をもらい、会社が手配したハイヤー

で自宅まで送ってもらった。これで約29
年勤めた会社とは縁が切れた。

60社にアプローチするも再就職
ならず

　「退職して１週間後に書留郵便で離職
票が届きました。管轄のハローワークで
失業手当の申請と求職申込みをし、同時
に転職支援会社のオフィスに通うように
なったのですが再就職となるとねえ…。
厳しいものですよ、本当に」
　転職支援会社では有効な履歴書や職務
経歴書の書き方、パソコン操作のトレー
ニング、様々な資格取得に対する講習等
を受けたが具体的な職業紹介はやってく
れない。
　「支援はするが再就職先を見つけるの
は自分自身ということです。新聞の求人
広告は隈なくチェックすること、ハロー
ワークや人材銀行には足繁く通い情報を
集めること。そんなこと分かりきってい
るけどね」
　長嶺さんは事務職、営業職を中心に就
職活動を試みたが結果は散々だった。立
ちはだかったのは年齢の壁。
　「全国紙の求人広告だと業種、職種を
問わず40歳迄というのがひとつの区切り
になっています。50歳以上も対象になっ
ているのは専門職か経営幹部。わたしに
は無理ですよ」
　ハローワークの求人票には年齢に関し
て明記していないものもあったが、これ
は年齢不問というわけではないのだ。
　「何社か電話連絡してみたことはある
けど、年齢を問われて答えたら応募は締
め切りましたと電話を切られたことがあ
りました。ハローワークの方が連絡して
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くれた場合でも、年齢構成を考えると30
代の方が望ましいとか、部門長より年長
の方は遠慮して頂きたい等、やんわりだ
がはっきりお断りでした」
　長嶺さんが電話連絡したのは約60社、
履歴書を送付したのは20社ぐらい。面接
まで辿り着けたのは４社だけ。
　「結果を言えば採用通知は一枚も来ま
せんでした」
　公的機関であるハローワークでもこれ
なのだから求人情報誌や折り込みで募集
しているところはもっとひどい。
　「運送会社が事務、車両管理募集とい
う求人を出していたので面接に行ったら
実は運転手兼作業員の募集だったとか、
ハウスメンテナンスアドバイザーという
募集はシロアリ、ネズミ駆除の訪問営業
だったとか。他にも社員募集と言ってい
ながら実は業務委託で社会保険なしとい
うインチキなものもあった」
　長嶺さんは職種、給料等で高望みをし
なければ最悪でも半年ぐらいで再就職が
叶うと思っていたが淡い期待だった。
　「失業手当は１か月当たり約21万円、
期間は330日。ですが生活を維持してい
くのはきつかった」
　まず前年度の住民税がドサっと来るし
退職金にも課税される。最も大きいのは
社会保険料で自治体の国民健康保険や国
民年金の負担が会社員時代の倍に跳ね上
がった。
　「子ども２人の教育費も重たかった。
退職したときに上の娘は大学３年生で下
の息子は高校１年生でした。息子は都立
高校だったので負担は少なかったけど娘
は私立大学だったから年間の授業料が約
90万円でした。預貯金を取り崩すしかな

かったね、学費は何とか払ってやれたけ
どお小遣いやクラブ活動に必要なものは
アルバイトして賄っていた」
　正直な話、月々支給される失業手当か
ら生活費全般と社会保険料を支払ったら
赤字。
　「妻は専業主婦だったのですがファミ
レスの半日パートに出るようになった
し、わたしもハローワークに申告してド
ラッグストアで１日４時間のパート仕事
を週２日やっていました」
　失業手当受給中に短時間でも就労して
収入があると、その分は減額されるが長
嶺さんの場合は窮状を加味してくれ、内
職ということにしてもらえたから減額措
置は取られなかった。しかし、これでも
生活はカツカツだった。
　「肝心の職探しは目安としていた半年
経っても目処さえ立たない有り様で…。
もう正社員に戻るのは無理かなと感じて
いました。現実にそうなったわけだけ
ど」

失業１年、オヤジフリーターに

　「失業手当の支給があと２か月となっ
た段階で、もう贅沢や理想を言っている
場合じゃない。正社員云々、職種云々よ
りまず働いて収入を得ることに方向転換
しました。空からお金が降ってくるわけ
じゃないから」
　都市部では正社員の三文字に目を瞑れ
ば仕事がないわけではない。パート、ア
ルバイト、派遣なら求人はある。ハロー
ワークでも非正規の求人は正規の倍以上
あるのだ。
　「正社員での再就職は９か月近く奔走
したのに全滅だったけど、非正規に方向
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転換したら２週間でふたつ見つかった。
ひとつは宅配会社の地域配送センター
で、電動自転車の後ろにリヤカーを繋げ
て集荷、配送するものです。もうひとつ
は生鮮コンビニの店舗スタッフ。こうい
う仕事なら50代でも何とかなるんだな」
　現在は朝８時から正午迄宅配の仕事を
やり、一旦帰宅して午後３時から夜８時
迄コンビニで働いている。
　休むのは月曜日だけだから月の稼働日
数は24～26日。時給はどちらも1000円だ
から月収は約22万円。
　「コンビニの方は学生アルバイトが突
然辞めたり主婦パートの人がドタキャン
したりすると延長することもある。そう
いう場合は月１万円程増収になります。
ただし疲れますけどね」
　土日、祝日に出勤する替わりに月曜日
を公休日にしたのはハローワークに通う
ためだ。
　「月曜日は新着の求人票が公開される
んです。可能なら正社員に戻りたいから
求人情報はチェックしているのですが現
実は厳しいな…」
　長嶺さんは職業訓練を受けることも検
討したが貿易事務、経理、IT関係は35
歳迄という年齢制限が掛けられていた。
50代だとヘルパー、ビルメンテナンス、
警備等に限られる。
　「その上、職業訓練を修了しても就職
を保証するものではないという注釈が付
いている。これではやる気にならない」
　現在の生活については「まあ、何とか
人並みの暮らしができている」という。
　「妻も１日５時間働けるところを見つ
けてきましてね。持ち帰り寿司店で調理
補助や接客をやっています。わたしが会

社員だった頃も配偶者控除の枠の中で納
まる範囲で働いていた時期があったので
すが、現在はこういう状況なので稼げる
だけ稼ぐと言っている。女は強いと思
う。感謝していますよ」
　50代の夫婦が揃ってフリーターという
わけだが２人合わせた月収は約33万円。
社会人になった娘も月３万円を家に入れ
てくれるので生活が破綻するというよう
な危機的状況は回避できている。
　「住まいは相続したもので築38年のあ
ばら家だけど持家ですしね。贅沢しなけ
れば生活していけます。だけど、これは
東京で暮らしているから何とかなってい
るんだよ。地方では非正規の仕事さえ少
ないというでしょ。40代、50代で失業し
たらどうなるのだろう？　一家離散、ホ
ームレス、自殺…。そういうケースは多
いと思う。嫌な世の中だよ」
　50歳過ぎて非正規労働を掛け持ちして
みて分かったのは、使う側がいかに安く
使い倒すしか考えていないことだ。
　「生鮮コンビニでは正社員は店長だけ、
あとはパートとアルバイトがシフトを組
んで切り盛りしている。仕事もレジ打ち
や商品補充だけでなく本部への発注や売
上計算までやり、最終シフトの人は店の
清掃もやる。これだけ働かせるのに昇給
なし、賞与なし、交通費も支給しない。
言葉はきついが使い捨て、都合のいい人
たちなんだ」
　ここのところ企業業績が回復している
というが、それは非正規の低賃金、低処
遇に支えられているからだ。このまま企
業が働く人たちを踏みつけて利益を上げ
ていくのだとしたら異常なことだ。
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労働Ｇメン
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男の背中

　
土砂崩壊事故

　ある夕方、警察署から「水道管埋設工
事の作業中、土砂が一部崩壊して作業員
が埋まった」との一報があった。
まこ「どんな事故なんすか」
警察「道路に埋設された水道管の取り換
え工事なんですけど、重機で道路を掘り
返し、既設の水道管を撤去し、新たに管
を設置していたら、掘り返した溝の側面
の土砂が崩れ、作業員の一人が埋まった
みたいです」
まこ「被災者は？」
警察「すぐに助け出されて救急搬送され
ました。腹部を圧迫されて臓器の一部が
損傷していますが、命に別状はないです」
　すぐさま、数名の監督官を連れて現場
に向かったが、到着した時には日も暮れ
て真っ暗。投光器などの照明は設置され
ていたが、「道路に溝が掘られており、
その一部が崩れた感じになっている」こ
とがわかるだけで、詳細がつかめない。
　とりあえず、この日は写真撮影と、簡
単な測量だけをし、明日の朝から警察と
合同の現場検証を行うことになった。

事故再現の検証

　翌日、すごく早起きし、署に向かう…
　程なく当日のメンバー　
　Y監督官、A監督官、ルーキー君
の３人も集まって、8時前に署を出発し、
９時頃に現場に到着。
　ほどなく警察官もやってきて合同での
現場検証が始まった。
　「どのように作業が進められ、どのよ
うに土砂が崩壊し、どのように被災した
のか」を明らかにするため、いったん溝
を埋めて作業開始前の状態に戻し、掘削
工事を再現することになった。
　午前９時 30 分……道路の埋め戻しが
終わり、再現がスタート。重機（バック
ホー）により、溝が掘られていく。
　午前 10 時 30 分…作業は進むが、事故
発生時の状況を再現するまでにはまだ相
当な時間がかかる様子。屋外なので非常
に暑いが、黙って作業を見守る。
　午後０時……作業中断。作業員も休憩
をとる。警察官と一緒に近くのレストラ
ンで食事。とりつかれたように、店のお
茶を飲みまくる。
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　午後１時……掘削作業再開
　午後２時 10 分…作業員が「こんな感
じでした」と告げ、やっと事故発生時の
状況の再現ができた。
　土留め支保工による安全措置は施して
あるものの、事故があった状況を再現し
たわけであるから、掘削箇所は当然危険
箇所である。溝の幅は狭く、４メートル
の深さがある。しかし…
　警察側は、若手の捜査官が事故のあっ
た深い溝に躊躇なくドンドン入り込み、
被災者や同僚作業員になった体（てい）
でポーズをとる。そして写真撮影を…
Y監督官「警察は、えらい勢いで入って
いきますなあ～」
まこ「そやなあ～。無茶しよんな～」
Ａ監督官「土砂崩壊の怖さを、あまり理
解してないんでしょうね」
Y監督官「しかし、我々もあそこにいか
ないと、埒があきませんね」
まこ「そやね～誰かが入らないと…」
Ｙ監督官「そうっすね、せめて被災者が
倒れていた溝のところの再現写真は欲し
いっすね」
　ここでしばし考える…

　熟考中
　↓
　「う～ん、誰に入ってもらうかなあ」
　「Y君はお子様が生まれたとこだし」
　「A君は、４月に結婚した新婚さん」
　「ルーキー君は独身やけど、来春結婚
が決まってるし…」
　「そもそも、新人を中に入れて、もし
ものことがあったら、親御さんに合わせ
る顔が…」
　「う～ん、一番大勢に影響がないのは

…」
　「う～ん、一番問題ないのは…」
　　↓
　「俺やんけ！」
　ということで、意を決して溝に突入！
　　
　深い溝に降り、同僚作業員の証言を元
に、被災者の災害直前の作業状況や、被
災直後に倒れていた状況を再現する。
まこ「よっしゃ、写真撮ってくれ」
Ｙ監督官「はいはい」
まこ「怖いから、はよ撮ってね」
　うつ伏せに倒れたポーズをとり、

　ちびっ子監督官諸君よ。管理職自ら危
険な役を買って出る。この「男の背中」
から何かを感じ取ってくれたまえ

　ってなことを思いつつ、何とか無事に
検証を終えた。

帰り道

ルーキー君「いや～、現場検証って大変
なんですね～」
Ａ監督官「そやね～。それにしても、ま
こ主任、自ら溝に入るとは…」
Ｙ監督官「やっぱ、そんなんやりたいタ
イプなんっすね」
Ａ監督官「確かにそんな感じ」
　　↑
「男の背中作戦」失敗 (T_T)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

この記事はHP「まこやんが行く」あるいは「労

働Ｇメンまこやん」から著者の許可を得て無償

転載したものです。（編集室）
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i n t r o d u c t i o n  

『パパの働き方が社会を
変える！』
吉田大樹　著
労働調査会
1400円＋税

　子育てに参加する父親の風景をよくみ
かけるようになった。スーパーで抱っこ
紐姿で買い物する姿や、保育所や学童の
送迎する姿など――。
　これらは数年前にみかけると珍しく目
立っていたことであった。こうした変化
の背景には、国による旗振りや先進的な
企業の取組みが好感を持って迎えられた
ことなどがあり、子育て世代の意識も変
わってきたといえそうだ。
　先日の厚生労働省でも「イクメン推進
シンポジウム」が開催され、父親の子育
て両立支援に力をいれている企業や理解
度の高い上司などが表彰されていた。
　意識はもちろんのこと、やはり働き方
を変えていくことで、このような父親の
顔が見える社会につながってきたのでは
ないだろうか。
　アベノミクスでは、女性活躍推進を掲
げているが、「孤育て」の状況で共働き
となった場合、仕事も子育ても母親に集
中してしまっては、多くの女性は活躍以
前に疲弊してしまう。
　それゆえ、父親の子育ての参画が、女
性活躍のカギとなるともいえそうだ。
　そのためにも、父親の働き方を見直し
てみようというのが本書である。
　無理だとあきらめず、自分でできる小
さな一歩を紹介している。
　著者が労働専門誌の記者出身のジャー
ナリストであることから、労働政策と法
律の視点から読み解いているのが特徴的

だ。
　第１章では父親たちの長時間労働の現
状を父親の働き方の観点から分析してい
る。
　第２章では健康に働くために労働安全
衛生法から言及している。労働者の健康
を守るための法律として同法が規定さ
れ、健康診断や喫煙対策などをなぜ実施
するのかわかりやすく解説されている。
　また、第３章、第４章では、著者のワ
ーク・ライフ・バランス論から働き方に
ついて考察している。働くことの意味を
再考して、柔軟な働き方ができるよう労
働時間管理の在り方や休暇の取り方とし
てインターバル休息の提案などもなされ
ている。
　第５章の「パパになる前の思い、そし
てパパになってからの思い」では働き方
や子育てへの思いの原点について語られ
ている。アルバイトの時に経験した「遊
び心」を持って働くことが、心の余裕に
つながっているというエピソードなど
は、著者の人となりが窺える。
　第６章では、来年度から運用される
「子ども・子育て支援新制度」について、
父親も知っておいてほしい点のポイント
が解説されている。
　最終章では明日にでも実践できる社会
を変えるために何ができるかが提言され
ている。また、それぞれの父親の生き様
にクローズアップしたコラムも収録さ
れ、彩られている。
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	2585_38-41n_事例労働法
	2585_42-45n_取材
	2585_46-47n_まこやん
	2585_48_book

